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平成18年12月８日（金曜日）

午前10時５分開会

会議に付託された議案等

○議案第１号 平成18年度宮崎県一般会計補正

予算（第２号）

○議案第２号 平成18年度宮崎県立病院事業会

計補正予算（第１号）

○議案第３号 宮崎県立病院事業の設置等に関

する条例の一部を改正する条例

○議案第６号 宮崎県における事務処理の特例

に関する条例の一部を改正する

条例

○議案第８号 市町の廃置分合について

○議案第９号 宮崎県都城市と鹿児島県曽於市

との境界変更について

○議案第16号 平成18年度宮崎県一般会計補正

予算（第３号）

○請願第11号 私学助成の国庫助成制度堅持な

どを求める請願

○請願第28号 永住外国人住民の地方参政権確

立のための意見書採択を求める

請願

○報告事項

・損害賠償額を定めたことについて

○地域生活行政及び福祉保健行政に関する調査

○その他報告事項

・県立病院の経営状況について

・ がん治療センター」の整備について「

・ 株）ブルーハイウェイライン西日本のカーフ（

ェリー宮崎港就航計画について

・合併新法の下での市町村合併の動きについて

・療養病床の再編成について

・みんなで子育て応援運動について

出席委員（８人）

委 員 長 中 野 一 則

副 委 員 長 宮 原 義 久

委 員 川 添 睦 身

委 員 黒 木 次 男

委 員 井 本 英 雄

委 員 内 村 仁 子

委 員 太 田 清 海

委 員 井 上 紀代子

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

病院局

病 院 局 長 植 木 英 範

病 院 局 次 長 山 下 健 次兼経営管理課長

県 立 宮 崎 病 院 長 豊 田 清 一

県 立 日 南 病 院 長 脇 坂 信一郎

県 立 延 岡 病 院 長 中 原 荘

県 立 富 養 園 長 杉 本 隆 史

地域生活部

地 域 生 活 部 長 村 社 秀 継

地域生活部次長 黒 岩 正 博（文化・啓発担当）

地域生活部次長 黒 木 康 年（地域政策担当）

地域生活部次長 山 田 教 夫（交通・情報・国際担当)

部参事兼生活・文化課長 日 高 勝 弘

交 通 安 全 対 策 監 湯 地 幸 一

文化・文教企画監 岡 村 巌

青少年男女参画課長 河 野 雄 三

男 女 共 同 参 画 監 舟 田 美揮子
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人権同和対策課長 田 原 新 一

市 町 村 課 長 江 上 仁 訓

地 域 振 興 課 長 鈴 木 康 正

総 合 交 通 課 長 加 藤 裕 彦

情 報 政 策 課 渡 邉 靖 之

電 子 県 庁 対 策 監 富 永 博 章

国 際 政 策 課 長 岡 崎 吉 博

市町村合併支援室長 橋 口 貴 至

福祉保健部

福 祉 保 健 部 長 河 野 博

福祉保健部次長 田 中 六 男（ 福 祉 担 当 ）

福祉保健部次長 山 内 正 輝（保健・医療担当）

部参事兼福祉保健課長 内枦保 博 秋

医 療 薬 務 課 長 髙 島 俊 一

薬 務 対 策 監 串 間 奉 文

国 保 ・ 援 護 課 長 刀 坂 忠 義

高 齢 者 対 策 課 長 畝 原 光 男

児 童 家 庭 課 長 松 田 豊

少 子 化 対 策 監 髙 橋 博

障 害 福 祉 課 長 靍 田 歳 明

障害福祉課部副参事 岩 本 直 安

衛 生 管 理 課 長 川 畑 芳 廣

健 康 増 進 課 長 相 馬 宏 敏

健康増進課部副参事 瀧 口 俊 一

事務局職員出席者

議 事 課 主 幹 野 間 純 利

総 務 課 主 任 主 事 児 玉 直 樹

ただいまから生活福祉常任委員○中野委員長

会を開会いたします。

まず、委員会の日程についてであります。お

手元に配付いたしました日程案のとおりでよろ

しいでしょうか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのように決定いた○中野委員長

します。

執行部入室のために暫時休憩いたします。

午前10時５分休憩

午前10時６分再開

委員会を再開いたします。○中野委員長

本委員会に付託されました議案等の説明を求

めます。なお、委員の質疑は執行部の説明がす

べて終了した後にお願いいたします。

おはようございます。病院局○植木病院局長

です。どうぞよろしくお願いいたします。

これからの説明につきましては、座ったまま

でお許しをいただきたいと思います。

それでは、当委員会に御審議をお願いいたし

ております議案につきまして、その概要を御説

明申し上げます。

「 」お手元の 平成18年11月定例県議会提出議案

をごらん願います。表紙をめくっていただきま

して目次をごらんいただきたいと思います。病

院局関係の議案は、上から２番目の議案第２号

平成18年度宮崎県立病院事業会計補正予算 第「 （

１号 」と、１つ下の議案第３号「宮崎県立病院）

事業の設置等に関する条例の一部を改正する条

例」の２議案でございます。

それでは、同じ議案書の９ページをお開き願

います。議案第２号「平成18年度宮崎県立病院

事業会計補正予算（第１号 」についてでありま）

す。これは、改築後20年以上を経過いたしまし

た県立宮崎病院におきまして、空調用の冷凍設

備が更新時期に来ており、大変厳しい状況にご

ざいます。早急に更新工事を行う必要が出てま

いりましたことから、この事業費について債務
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。負担行為の設定をお願いするものでございます

次に、11ページをお開き願います。議案第３

号「宮崎県立病院事業の設置等に関する条例の

一部を改正する条例」についてであります。こ

れは、県立病院における分娩料の上限額を、こ

れまでの10万6,600円から13万円に引き上げるた

めの条例改正をお願いするものであります。

今回提案をいたしております議案の概要につ

きましては以上でございますが、詳細につきま

しては山下次長に説明をいたさせますので、よ

ろしく御審議のほどお願いを申し上げます。

続きまして、若干お時間をいただきまして２

件ほど報告をさせていただきたいと存じます。

お手元の生活福祉常任委員会資料の表紙をめ

くっていただきたいと思いますが、ここの報告

事項をごらん願います。

まず、１件目は、県立病院の経営状況につい

てであります。県立病院におきましては、今年

度から５年間の中期経営計画を策定をいたしま

して、その実現に向けてさまざまな改革に取り

組んでいるところでございますが、今年度上半

期の経営状況や、それを踏まえました決算の見

通し等について御報告をさせていただきたいと

存じます。

次に、報告の２件目は、がん治療センターの

整備についてでございます。県民の皆様からの

要望も強いところでありますので、さきの９月

議会で答弁をさせていただきましたように、県

立宮崎病院内での整備につきまして前倒しで作

業を進めてまいりました。このたび、年明け早

々には開設できる目途が立ちましたので、御報

告をさせていただきたいと存じます。

報告事項の概要につきましては以上でござい

ますが、詳細につきましては山下次長に説明を

いたさせますので、よろしくお願いを申し上げ

ます。

私からは以上でございます。

病院局経営管理課でござい○山下病院局次長

ます。私の方から、議案２件及び報告事項２件

につきまして詳細を御説明申し上げます。

まず、議案でございますが、ただいま局長が

申し上げましたように、議案書と事項別明細書

でありますけれども、説明の方はお手元の生活

福祉常任委員会資料の方で御説明をさせていた

だきます。

まず１件目、議案第２号「平成18年度宮崎県

立病院事業会計補正予算（第１号 」でございま）

す。資料の１ページをごらんいただきたいと思

います。先ほど局長が申し上げましたように、

空調用の吸収式冷凍設備、要するに空調機でご

、 、ざいますけれども その根幹になる部分ですが

整備後23年ということで非常に老朽化しており

ます。来夏にはこれは危ないということで、今

年度債務負担行為をお願いいたしまして、補正

をお願いいたしまして契約に取りかかるという

ものでございます。債務負担の期間は18年度か

ら19年度まで、限度額１億1,700万円、概ね工期

半年間、したがいまして来年の２月ごろには契

約をいたしまして、４月から工事を開始いたし

ます。６月にはでき上がって、試運転等含めて

７月の暑い時期には供用開始ができるというこ

とで考えております。財源は企業債でございま

す。

次に、議案第３号「宮崎県立病院事業の設置

等に関する条例の一部を改正する条例」でござ

います。資料の２ページをごらんいただきたい

と思います。改正の理由といたしましては、平

成10年に改定をいたしまして以来、８年間改定

をいたしておりません。この間、分娩にかかる

経費とか、あるいは、県内の主な医療機関等こ
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ういったところが、先般の出産一時金の改定等

もございまして相当程度上がっております。そ

ういったところとの均衡、それから、もちろん

コスト面も考えまして今回値上げをお願いする

ものでございます。参考までに、例えば、宮大

の附属病院等では10万から12万のレベル、国立

都城病院では12万から13万のレベル、今回民間

等の大手病院等では、従来13万から17万だった

ものを20万から24万というふうに上げるという

お話をお伺いしております。そういった中で、

今回来年の１月１日からということで、下の表

の参考にございますように、出産時間の区分に

応じて10万円から12万円、13万円という３段階

で従来どおりの刻みでございますが、改正をお

願いするものでございます。したがいまして、

今回最高額を13万円と定めまして、その中で、

これは病院局長の規定で定めると、12万、13万

については規定で定めるということでございま

す。条例の一部改正については以上でございま

す。

引き続き、報告事項を２件させていただきま

す。

１件目は、県立病院の経営状況についてでご

ざいます。資料の３ページをごらんいただきた

いと思います。平成18年度上半期の経営状況で

ございます。地方公営企業法の全部適用になり

ましてから初めての上半期の締めということで

ございますが、まず、患者数の状況につきまし

て、これは相対的に入院、外来ともに減少をし

ておるという状況がございます。特に外来の方

は相当な落ち込みがございます。これは、もち

ろん地域連携とかあるいは入院治療の医療へと

かそういった傾向もございますけれども、この

ような結果になっております。

こういった状況を踏まえた上半期の収支の状

況でございますが、下の表にございますよう

に、17年度の上半期と比較した表をつくってお

ります。合計のところにございますけれども、

収益と費用をした結果、上半期の純利益が３

億6,100万円余の赤字ということになっておりま

す。これを17年度の上半期と比べますと、２

億7,000万円余の改善にはなっているというもの

でございます。個々の病院ごとの収益と費用と

の関係をその下にそれぞれ病院ごとに掲げてお

りますが、特に宮崎病院につきましては、上半

期の時点では黒字ということで、昨年度の上半

期と比べますと４億円余の改善ということに

なっております。一方、延岡病院につきまして

は３億3,100万円余の赤字ということで、昨年度

と比べますとかなり悪化をしているという状況

。 、 、がございます 一方 日南病院につきましては

これも赤字ではございますけれども、昨年度の

上半期と比べると若干の改善をしている。それ

から、さらに富養園につきましても、同じく若

干の改善をしているという状況がございます。

こういった結果、全体としては、昨年度の上半

期に比べると２億7,000万円余の改善をしている

という状況がございます。

次の４ページからは、この詳細について表を

掲げております。まず、４ページの表は病院事

業体の状況でございますが、患者数につきまし

ては、宮崎病院の入院以外のところは、入院・

外来ともに患者数は減少しているという状況に

ございます。全体としてももちろん減少してい

るという状況にございます。こういったことを

反映して、下の収支の方に、先ほど申し上げま

したように、収益としてもやはり1.9％の減、全

体として収益は減をしているけれども、一方、

費用も減少したということで、3.8％の減少とい

うことでございまして、全体としては当期の純
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利益は、昨年度同じ時期に比べて２億7,000万円

。余の改善になっているということでございます

５ページからは各病院ごとの状況でございま

す。後ほど詳しくごらんいただきたいと思いま

すが、特に、宮崎病院は、入院患者数の伸びも

あることながら、いわゆる患者単価、入院のと

ころの４つ目のところに患者１人１日当たり入

院収益というのがございますが、いわゆる患者

単価が相当伸びているといったところが今回の

。収入増に寄与しているというものでございます

同じく外来につきましても患者単価は伸びてい

る。外来の一番下のところでございますが、患

者１人１日当たりの外来収益、同じく伸びてい

るということでございます。この結果、宮崎病

院の収支の状況でございますが、当期の純利益

は４億円余の改善をしたというものでございま

す。

次の６ページ、延岡病院でございますが、こ

こは患者数の減もさることながら、さらに、い

わゆる患者単価、患者１人１日当たりの入院収

、 、益 ここもやはり落ち込んでいるということで

これが収益に大きく影響をしております。外来

単価につきましては若干上がっておるんですけ

れども、やはり患者数が落ちているということ

で、収益としては落ち込んでいるというもので

ございます。その結果、下の表の一番下、当期

純利益２億6,200万円余の悪化になっているとい

うものでございます。

一方、日南病院、７ページでございますが、

入院・外来ともに患者は減少しておりますけれ

ども、患者１人当たりの入院収益が若干伸びて

いるというところはございます。さらに、外来

の方はかなりの額を伸ばしているんですけれど

も、患者数としては減っているということで、

収益全体としては 下の表にありますように 2.3、 、

％、6,000万円余の減少になっておるんですけれ

ども、費用の方がそれ以上に落ちているという

こともございまして、当期の純利益3,800万円余

の改善になっているというものでございます。

次に８ページ、富養園でございますが、ここ

は病棟閉鎖等もございまして、延べ患者数は相

当落ち込んでいるというところがございます。

、１人１日当たりの入院収益は５％という伸びで

他の病院に比べると単価そのものは低いんです

けれども、若干は伸びているというものでござ

います。外来も同じく患者数は減っている。そ

して、ここの場合は、１人当たりの単価も外来

の分は落ちていると。ここは薬価の切り下げの

分が影響しているんではないかというふうに考

えております。

こういった結果、下の収支の状況でございま

すが、当期純利益として、一方、費用の方が相

当落ちたということでもございまして、これは

病棟の統合等の改善の結果があらわれていると

いうふうに考えますが、対前年では9,100万円余

の改善になっているというものでございます。

18年度の上期の状況はこのようなことでござ

いますが、これを18年度全体で見通した場合に

どういった見込みになるかというのが９ページ

からの表でございます。９ページの表をごらん

いただきたいと思いますが、患者数の見込み、

これにつきましては、やはり今の患者数の状況

でいくと相当厳しい状況にならざるを得ないと

いうことで、17年度実績、それから18年度の計

画、これは計画というのは先だって策定いたし

ました中期経営計画の数字ですけれども、これ

に比較しても、18年度見込みは延べ入院、延べ

外来ともに相当数落ち込むんではないかという

ふうに考えております。

一方、こういった患者数の減少というのはご
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ざいますけれども、先ほど申し上げましたよう

に、患者の入院単価等の増、費用の減というこ

とで今後を見込んだ場合に、下の収支見込みで

ございますが、ここから100万円単位になりま

す、17年度、18年度計画、18年度見込み、太枠

で囲んだ部分が見込みでございますが、251

億7,000万ということで、計画比では７億6,700

万円余の減少となりますが、一方、費用の方が

それ以上に減少するということで、８億3,600万

円余の減少ということで 下の当期の純利益が18、

年度見込みとしては22億6,300万円ということ

で、17年度実績に比べますと８億3,000万円余の

改善、18年度の中期経営計画に比べまして

も7,000万円余の改善になるというふうに見込ん

。 、 、でおります 上半期の方は 概ね患者の動向等

入院単価の状況、こういったもので出てきます

が、これを年度全体で見ますと、当然退職給与

金とか、つまり年度の後半にならないと出てこ

ないというものもございますので、そういった

要素も加味した上でこの見込みは作成したもの

でございます。見通しとしては昨年度より改善

するし、計画も一応達成するのではないかとい

うふうに見込んでおります。

10ページからが各病院ごとの収支見込みでご

ざいます。まず宮崎病院、次に延岡病院という

ことでございますが、宮崎病院の改善が相当進

むのではないかということで、宮崎病院の表の

一番下のところでございますが、当期純利益の

ところをごらんいただくと、18年度見込みとし

ては、２億4,200万円の赤ではあるけれども、計

画比でも３億7,900万円の改善。17年度からは５

億8,700万の改善ということで、償却前の黒にも

当然なるということでございます。

一方、延岡病院につきましては、その下の表

でございますが、同じく当期純利益の欄を見て

いただきますと、相当厳しい状況が18年度は出

てくる見込みでございます。９億9,500万という

ことで、５億400万円余の計画比で赤と、昨年度

比でも５億8,000万円余の赤ということでござい

ます。ただ、償却前利益としては一定程度確保

できるであろうという見込みでございます。

隣の11ページ、日南病院でございますが、同

じく当期純利益の欄を見ていただきますと、太

い黒枠で囲んだ18年度見込みのところ、７

億4,400万円の赤ということでございますが、こ

れも計画よりは１億2,600万円余の改善をする見

込みだと。当然17年度実績よりも改善をする見

込みだということでございます。償却前利益も

一定程度計上できるというふうに見込んでおり

ます。

さらにその下、富養園でございますが、同じ

く18年度の見込みのところ、太枠の欄ですが、

当期純利益の一番下のところですが、２億8,200

万円余の赤でございますけれども、17年度実績

あるいは18年度計画、いずれに比べても改善を

しているということで、ここの場合には償却前

の赤字はやはり計上するという結果になってお

ります。総体的には以上のような見通しを現在

持っておるところでございます。

こういったことを、じゃ、どのようにやって

きたかというので、12ページに、経営健全化の

取り組みについてというのも項目で掲げており

ます。大きく、上半期にどういったことをやっ

たか、下半期はどういったことをやっていくか

ということで分けております。上半期につきま

しては、病棟再編、富養園でございますが、そ

れから、業務委託の推進とか、共同購入の推進

。 、 、等をやってまいりました 一方 下半期ですが

これは10月以降でございますので、既に取り組

。 、 、んでいるものもございます 病棟再編は 日南
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富養園につきまして10月から病棟再編を行った

ところでございます。それから７対１看護体制

につきましても、３病院とも12月にはいずれも

その体制に取り組める体制をとったところでご

ざいます。それから延岡病院につきましては、

地域医療支援病院の体制整備を11月には図った

というものでございます。この７対１にしろ、

あるいは地域医療支援病院にしろ、いずれも収

入増に直接つながるものでございます。それか

ら、後ほど説明いたしますが、宮崎病院につき

、 、ましては 先ほど局長が申し上げましたように

来年の１月にはがん治療センターを発足できる

見通しでございます。

引き続きまして、報告の２件目、ただいま申

し上げた宮崎病院のがん治療センターの整備で

ございます。御承知のように、いわゆる３大死

。因という中の筆頭にがんが掲げられております

特に、その死亡率というのは、他のといいます

か、２番目、３番目の心疾患、脳疾患に比べる

と倍とかという非常に高い死亡率、死因を占め

ております。それに対応するために、今回宮崎

病院にがん治療センターを発足させるというも

のでございます。

整備内容といたしましては、８階にがん治療

センターを設けて、外科系46床、内科系44床、

計90床でがん治療センターを構成すると。その

ほかに、この８階の中にがん治療のカンファレ

ンスルーム、こういったものを置きまして医療

者間の症例検討、情報共有の場とする。いわゆ

る修学的治療をここで目指すというものでござ

います。

、 、これに伴いまして ３番にございますように

新たな組織を設置をいたします。そこの点線で

囲んだ部分が新たな組織でございますが、従来

の診療部の中に病理科というのを新たに設けま

す。これは従来臨床検査科の中にあったもので

ございますけれども、がん治療の中で細胞診断

なり、あるいは生検の組織診断なり、こういっ

たところで非常に重要な役割を果たすところが

病理科でございます。ここを独立させるという

ことと あと 診療部と並んでがん治療センター、 、

という組織を設ける。この下に診療科として血

液科、化学療法科を当面設けるというものでご

ざいます。特に血液につきましては、当然がん

治療、例えば白血病とかそういったものを治療

いたしますとともに、血液疾患に対する専門科

というものになるものということで考えており

ます。それから、化学療法科につきましては、

化学療法というのはいわゆる抗がん剤治療のこ

とでございまして、内科、外科ともこの抗がん

、剤治療が今主流になってきておりますけれども

そこを専らいわゆる腫瘍専門医等を配置した上

で対応するというものでございます。

説明は以上でございます。御審議のほどよろ

しくお願いいたします。

執行部の説明が終了しました。○中野委員長

まずは議案について質疑はありませんか。議案

２号、３号についてありませんか。

直接の絡みじゃないんだけど、病○井本委員

院の修理とか補修とか、ああいうものは専門の

人がいつもおられるんですか。それとも補修ご

とに予算を計上してやるようになっているんで

すか。どういうふうにしているんですか。普通

の大きな会社のビルディングなんかは、２人か

３人ぐらいおっていつもこつこつとペンキ塗っ

たりやっていますわね、ああいうのは病院でも

あるのかという話です。

それぞれの病院に整備係と○山下病院局次長

いうのがございまして、その整備係の職員と委

託の職員で対応しているというものでございま
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す。

ほかにありませんか。○中野委員長

議案の第２号の方ですが、冷凍設○太田委員

備については整備後23年経過しているというふ

うに書いてありますが、こういった設備は大体

耐用年数というのはどのくらいで見込まれてお

るのか、その辺。

病院の機器類については、○山下病院局次長

例えば医療機器等については５年とか、こうい

う設備等につきましては、例えばエレベーター

とかこういう吸収式冷凍については20年とか、

建物については40年とか、いわゆる法定の耐用

年数がございますので、今回のこの分は法定の

耐用年数を上回って稼働しているものでござい

ます。

法定の耐用年数を過ぎておればや○太田委員

むを得ないだろうと思うんですが、来年の夏が

危ないんじゃないかというような話も聞いてお

りますが、念のためにお聞きしますが、調子が

悪くなっているとか、何か具体的にそういう事

例でもあれば早急にせにゃいかんのかなと思い

まして、その辺の事例、何か挙がっているんで

しょうか。例えばごとごと音がしたとか。

特段病棟等で支障がある話○山下病院局次長

は聞きませんけれども、ただ、全体の稼働の能

力が50％に落ちているということで非常に危機

的な状況ではございます。

それと、県病院でこういった設備○太田委員

を購入するわけですが、これはやっぱり入札と

いう形で県病院で直接やられるのか、営繕課と

かああいったところを通して入札なんかをされ

るのか、そういったやり方と、こういう業者が

大体どのくらいいらっしゃるのか、こういう専

門的な機材を扱っている業者がどのくらいい

らっしゃるのか、教えてください。

経営管理課で執行するもの○山下病院局次長

と病院で執行するものとの基本的な考え方です

けれども、軽易なもの、病院で対応できるもの

については基本的に病院で対応します。その場

合の業者選定につきましては、私どもの方に上

がってきまして、私どもの方で営繕課と協議し

た上で指名の範囲を決めて病院にはお知らせす

ると。経営管理課で執行するものにつきまして

は、同じく、経営管理課で営繕課と協議の上で

指名等を決定して、そして経営管理課で入札な

、 。りを執行すると そういう形になっております

あと、業者等につきましては、手元に資料等ご

ざいませんので、相当数いるということは確か

でございます。管工事のＡクラスというこれは

工事区分になるということで、県内で約70社あ

るということでございます。

念のためにまたお聞きしますが、○太田委員

入札というのは３月とか予定される時期はある

んでしょうか。というのは、きのうの本会議の

中でも、今後の入札制度についていろいろ改善

していくという方向も出されたもんですから、

この入札自体はいつごろ予定されることになる

んですか。

今回この冷凍設備につきま○山下病院局次長

しては、先だって委員会でも御説明しましたよ

うに、いわゆるＥＳＣＯ事業の一環として、そ

れの先行として行うものでございます。ＥＳＣ

Ｏ事業そのものはまだ相当着手までに時間がか

かりますので、そのＥＳＣＯ事業の業者選定の

中で、これはプロポーザル方式という方式をと

ることで進めておりますけれども、その中で決

定した業者についてこの分を先行してやってい

ただくということで考えております。

これ自体の入札といいますか、そ○太田委員

ういったのは３月までにやらにゃいかんという
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ことではいいんですね。

ＥＳＣＯ事業者を決定する○山下病院局次長

のは当然それまでにしないといけないというこ

とでございます。

議案でありませんか。○中野委員長

私ども余りわからん分娩料なんで○川添委員

すが、お産のために病院に入院したと。そして

退院をすると。トラブルはなくて通常の退院を

したという場合には、診療報酬的な金額と、実

際本人が国民健康保険を基準にしたときに幾ら

払って帰るのか。それと、もう一つ、議案とは

関係ないんですが、１人目と２人目と３人目と

かこうあるんですが、個人の状況が。例えば、

１人目はそうだけど、２人目は２万円安くなり

ますよとか、そういうような配慮というものは

検討されないものか。２人目というのはその人

の固有の特権ですよね。わけがわからん人が、

私は２人目といったってどこでお産したかわか

らんということじゃなくて、戸籍上の２人目、

そういうときには……。私が言うのは、社会的

少子化対策をどうするかという議論のときに、

、そういう切り口というか対応の仕方というのは

病院の固有の配慮として県の場合ないのか。前

段は幾らかかるのか。13万というのはどういう

ふうな位置になるのか、そこ辺をちょっと専門

的に教えてほしいんですが。

金額の話でございますが、○山下病院局次長

通常の出産、概ね入院６日間、時間内で普通分

娩とそういう条件でいった場合に、すべてひっ

くるめて29万5,000、約30万弱というところでご

ざいます。これがいわゆる帝王切開とかいうこ

とになりますと、一部保険診療、それと一部自

由診療といいますか、分娩料等の世界、それを

合わせてということになるわけですけれども、

保険から病院に支払われる分もございますけれ

ども、保険の３割負担等を含めても概ねこの30

万弱、通常の帝王切開の場合にはそういうこと

の額のようでございます。

、 、 、それから 初産婦 経産婦の話ですけれども

確かに初産婦と経産婦で分娩料の額を変えてい

る病院がございます。私どももこの分について

検討はいたしましたけれども、変えているとこ

ろがむしろ少ないということ、それと病院にか

かる負担、それから他病院との比較、こういっ

たもので同じく一本でいこうということで考え

たものでございます。

例えば29万かかって、その中で通○川添委員

常分娩の場合は13万払って帰ると、そういうこ

とになるんですかね。

29万5,000は病院でいただく○山下病院局次長

ものでございます。中身は、先ほどの分娩料も

含めて、例えば入院されますと、入院基本料と

いうのが１日幾ら、それの６日間分、それから

新生児の介補料、湯あみをさせたり、そういっ

たものが幾らといったこと、あと、食事療養費

とか、通常入院される方にいただくお金ですけ

れども、それから、細かくは出生証明書とかあ

るいは定期検診の費用とか、それから妊婦検診

の費用とか、こういったものをすべてひっくる

めて30万円余ということで、これは御本人から

病院がいただくというものでございます。

結局この13万を限度として、12万○川添委員

もある、病院によってはあれですが、本人は30

万近く金払って帰らんと退院はできないという

認識でいいんですかね。

。○山下病院局次長 そういうことでございます

今回、出産一時金が10月から30万円から35万円

に上がったという場合のいわゆる出産に要する

費用ということでございます。

そこで、出産をされる御婦人の手○川添委員
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当てといいますか、それはどうなっているんで

すかね。手当てといいますか、それに対して手

続をすれば幾ら幾ら戻ってくるか、補助金があ

るか、助成といいますか、そういうものはどう

なんですか。

それがいわゆる出産一時金○山下病院局次長

ということで、それぞれの保険から出産された

方に返ってくる。30万から35万に今回10月に上

がりましたけれども、それが返ってくるもので

ございます。

そうなると、トータル手出しはな○川添委員

いと、単純に言えばそれでいいんですか。

少なくとも県立病院で通常○山下病院局次長

の出産であれば、基本的には手出しはない世界

でございます。ただ、先ほど申し上げましたよ

うに、市中の大手病院とかこういったところは

今回相当値上げしますので、そこらあたりがど

ういうことになるかはちょっと承知はしており

ません。

それから、経産婦の場合ですね、○川添委員

３人でも４人でも頑張りなさいと私たちは結婚

、 。式や何かに行くと言うんですね 希望的観測で

そのためには、手だてが、仮にですよ、ありま

すよとかいうのも、一つの政治的配慮か社会的

配慮か知らんけど、少子化対策の中でそういう

声はあると思うんですよ。それを実際ここでこ

ういうときに実行せん限りは絵にかいたもちに

なる。これはこれでいいんですが、そういう一

つのＰＲとしては、１人目はこうだけど、２人

目は幾ら幾らだというようなものが一つの少子

化対策としては私は必要だと思うんですよね。

これは今のところないわけですから、そういう

のも今後一つの検討材料にして、個人病院あた

りだったら私はそういうものはあるんじゃない

かと思うんですね。かかりつけのお産の医院な

ら、２人目のときは手加減といいますかね、そ

ういうものがあってお客を引き寄せると。そっ

ちはお客を引き寄せる一つの手段かもしれませ

ん。正規のものとサービスのものと、少子化対

策には私はそういうサービスのものが先行した

方が、お産に対する安心感といいますか、さっ

き聞きましたから、30万で手出しがないとすれ

ばそう抵抗はないのかなというのがわかりまし

たから、いいんですが、政策的にはそういう配

慮、たとえ１万円でもね、というのはどうかな

と。それはいいです。意見です。

３ページの県立病院の経営状況に○黒木委員

。ついてちょっとお伺いしたいと思いますが……

ちょっと待ってください。後で○中野委員長

してください。

２番目の病院の今度の分娩費の改○内村委員

正ですが、ちょっとお尋ねしますけど、２ペー

ジの一番下の方に改正後の料金体系と書いてあ

りますけれども、これは入院した時点からの発

効なんですか、分娩の時間が長くかかる方もあ

ると思うんですが、そこのところの計算はどん

なになるのか教えてください。

先ほど川添委員の御質問の○山下病院局次長

中にございましたように、全体で一般的には30

万円ということでございますけれども、その中

で時間が長くかかって入院期間が長くなったと

かいうことになると、つまり入院基本料等が当

然上がるというものでございます。

もう一点、１ページの空調関係で○内村委員

すけれども、今のところ、６月で試運転、7月開

始の予定ということで伺ったんですが、６月に

入ると梅雨時期でどうしても病院は戸もあけら

れないと思うんですよ。普通でもですね。だか

ら、この予算が通ってから工事に入られるわけ

ですけれども、梅雨時にはこれが終わるような
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契約の仕方を、着工、完工予定とかそういうの

を入れていただいた方がいいんじゃないかなと

思います。これはお願いをしておきます。終わ

ります。

要望ですね。議案でありません○中野委員長

か。

議案の第３号でありますが、値上○太田委員

げをするということでありますけど、これは出

産一時金が５万ほどアップした分のうちの１

万8,000円もしくは２万3,400円分ぐらいは今回

いただかざるを得ないんじゃないかということ

だろうというふうに解釈しますが、１月１日か

らこれを施行するということでありますが、こ

ういうやり方をした場合、年間もしくは月でも

いいですが、どのくらい収益がアップする見込

みと出されていますか。年間でもいいです。

年間で３病院合わせまし○山下病院局次長

て1,700万円程度の増収ということでございま

す。

改善の努力なりそれぞれのところ○太田委員

でされておると思いますので、これはぜひやっ

ていただきたいという思いからだろうというふ

うに解釈をいたして判断をしたいと思います。

あと、議案についてはありません。

ほかに議案はありませんか。○中野委員長

ないですから、次は、その他の報告事項で何

かありませんか。経営状況、がん治療センター

についてです。

６ページのところで説明をお願い○太田委員

したいと思いますが、延岡病院の方が短期の見

込み、通年を通してもちょっと厳しい状況があ

るということで説明がありましたが、６ページ

の中で、例えば患者１人１日当たりの入院収益

が下がっておるということですよね、延岡の場

合。ほかの病院ではこれが上がっておるわけで

すが、患者１人当たりの入院収益がこのように

差が出てくるというのは、どういった問題から

下がるとか上がるというのが出てくるんですか

ね。

私の方からお答えいたしま○山下病院局次長

すが、延岡病院につきましては、救急関係で診

療料を相当上げておりました。今回18年４月の

医療費改定等によりましてそういう要件がなく

、なってその分の収入が減ったというのが１点と

もう一つは、診療科別に見ますと、整形外科と

心臓血管外科の患者が減っている。ここは特に

、いわゆる患者単価の高い診療科でございまして

そういったところがこの１人当たりの単価に反

映しているというふうに考えております。

今、次長が話しましたよう○中原延岡病院長

に、実はもっと詳しく言いますと、患者単価が

減るということは、これは診療のやり方による

と思うんです。いわゆる救急の非常に重傷者が

多いと単価は必然的に上がってまいります。そ

して、逆に、手術も一緒ですけれども、手術も

難しい手術になるほど単価は上がっていく。そ

の中で、整形外科の30年おった部長がやめる、

、心臓外科の10年以上おった部長がやめたことで

非常に手術が落ち込んでおります。そのため単

。価が落ちてくることはどうしてもあるんですね

それともう一つは、それだけおったお医者さ

んがやめると患者さんが一緒にいなくなっちゃ

う。それが非常な問題で、現に今回の上半期の

ことからいいますと、うちの場合は、診療報酬

改定もそうなんですけど、それ以上にいい医者

がいなくなった、これを言いたいと思います。

その影響で非常に落ち込んだと。いわゆる簡単

に言いますと、心臓外科と整形外科だけ考えて

も４億近くぐらい落ち込んでいます。それぐら

いの差が出てくるということをしっかり覚えて
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おいていただきたい。

それと、もう一つは、うちはがん科の医者が

いなくなったんですね。延岡とか県北の医療圏

には非常に医療資源が少なくて、それがさらに

減っていくとこういう状態が出てくると。

もう一つ、ある意味診療単価は、17年度と比

較すればわかると思いますけれども、うちは精

、 。いっぱい高くしてきておったんですね 今まで

それが今回前年度比較という形で非常に落ちた

ように思われますが、大体４万2,000ぐらいあっ

たらいいんじゃないかと思います。以上です。

いろんな組み合わせの中でそうい○太田委員

うのが出てくるということでしょうから、医者

がやめてほしくないというのもあるだろうし、

これは高度な判断をされにゃいかんところもあ

るだろうし。理由はわかりました。いい医者を

確保せにゃいかんのかなと、皆さんいい医者だ

ろうと思いますけど、そういうことを感じまし

た。

それと、報告ということでもう一つ、13ペー

ジのがん治療センターなんですが、宮崎病院の

方で特化していくということで期待をされてい

ると思いますが、新設する場合の人員体制、医

者とか看護師とかその辺の人員体制をどのよう

に賄っていくかというところは、その辺はどう

いうふうなことなんでしょうか。ほかの病院か

らの異動とかいろいろあるだろうと思うんです

けど、どんなことでしょうか。

お答えします。人員体制と○豊田宮崎病院長

しましては大きな変化はやっていません。今、

局長と次長がお話ししましたように、ニーズが

非常に高いということと、病院としてのあるべ

き姿といいますか、宮崎病院として何を求めら

れているか、どういうふうな方針でいくかとい

うことで議論をされてきたところです。それに

沿いましてがん治療にある意味で特化すると。

それから、もう一つは急性期医療に特化する。

ですから、宮崎病院としては２つの部分で大き

く力を入れて特化していこうということにして

おります。

それから がん治療につきましては ドクター、 、

は、例えば内科、外科だけじゃなくて、産婦人

科、泌尿器科、多くの科でそれぞれ10年、20年

のベテランのドクターが実際にやっているとこ

ろです。それをはっきりとこういうふうな体制

をつくりまして、宮崎病院としてはがん治療に

特化して中心にやっていくということが１つ。

それから、マンパワーの問題に関しましては、

今後もっともっと優秀ながん治療の専門的な医

師を確保していくように今努力をしているとこ

ろでございます。以上でございます。

要望として言っておきますけど、○太田委員

新設ということで、スムーズに、そしてまた期

待されて出発してほしいと思うもんですから、

現場で働く人たちとともに十分話し合いという

か、意を酌んでもらって、働きやすい職場とし

て頑張っていただきたいと思います。

ほかにありませんか。○中野委員長

12ページの18年度下半期の取り組○内村委員

みの中で ７対１看護体制の整備というので 11、 、

月、12月、それぞれ始められるということです

が、今、看護師の確保がすごくて、東京とか都

会の大きい病院に流れつつある。地方の病院が

大変だとこの前も話を聞いたんですが、このこ

とについてはそういう心配はありませんでしょ

うか。

今回、そこにございますよ○山下病院局次長

うにそれぞれの月に７対１を始められると。そ

の場合の看護体制についても確保できるという

ことでしております。御指摘のように、看護師
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がなかなか募集しても来ないという状況はござ

いますけれども、先だって御報告申し上げまし

たように、いわゆる臨時職員の待遇等も改善を

いたしまして確保に努めているところでござい

ます。

ほかにありませんか。○中野委員長

では、その他で何かありませんか。

県立病院の経営状況についてとい○黒木委員

うことでいいですか。

それなら、その他の報告事項で○中野委員長

どうぞ。

今まで延岡病院、日南病院は宮崎○黒木委員

病院に比べて非常に経営状況もよかったわけで

すが、患者が特に延岡病院は非常に落ち込んだ

ということについては、先ほど太田委員の方か

らの質問で御答弁がございましたので、改めて

言いませんが、宮崎病院が今回は前年度に対し

て9.7％、当期でも1.6％と大幅に伸びておるよ

、 。うですが この要因はどこにあったわけですか

宮崎病院としてお答えいた○豊田宮崎病院長

します。一番大きな理由の一つは、職員の意識

の向上といいますか、それが一つあると思いま

す。非常に職員が努力してくれているというこ

とがございます。それから、次は、手術、例え

ば心臓外科、脳外科、整形外科の手術件数が増

加したということがございます。それから、も

う一つは、病院全体で病床利用率等の目標の設

定を以前からしていまして、それに対する努力

が、職員全体がそういう努力をしてくれたとい

うことがございます。もう一つは、外来の患者

数に関しましては、今、医療連携化等々でかか

りつけの先生方に診ていただくような連携を

とっているということで、外来の患者さんはあ

る意味では減っていっているということです。

あと、外来業務の部分を入院の患者さんを中心

的にシフトしていくと、入院の患者さんの方に

、シフトした時間をつくっていこうということで

そうすることによりまして、医療安全とかそう

。 、いうのに効果的に働くものですから ですから

大きいのは、手術件数、それから病床利用率等

々がふえてきたと、診療面ではそういうことが

ございます。

、○黒木委員 今まで私たちも監査等で行っても

一番大きな宮崎病院がほかの病院よりも経営状

況が悪いということで、何回となく指摘もされ

たわけですが、今回このように効果が上がった

ということを非常にうれしく思っておるところ

でございます。今後ともひとつ宮崎県で一番大

きい病院でございますので、さらに頑張ってい

だくよう要望しておきたいと思います。

ほかにありませんか。○中野委員長

〔｢なし｣と呼ぶ者あり〕

それでは、以上をもって病院局○中野委員長

を終了いたします。執行部の皆様には大変御苦

労さまでした。

暫時休憩いたします。

午前11時３分休憩

午前11時５分再開

委員会を再開いたします。○中野委員長

本委員会に付託されました議案等の説明をお

願いいたします。なお、委員の質疑は執行部の

説明が終了した後にお願いいたします。

それでは、まず初めに、○村社地域生活部長

今回提出いたしております議案について御説明

いたします。

地域生活部から提出しております議案は、議

案第６号外３件でございます お手元の 平成18。 「

年11月定例県議会提出議案」により御説明いた

します。
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議案第６号の赤いインデックスが張ってござ

いますけれども、17ページをお開きいただきた

いと思います。これは知事の権限に属する事務

を、地方自治法の規定に基づき、市及び町に移

譲するための条例改正でございます。当該条例

を初めとする権限移譲事務につきましては、総

務部行政経営課で所管いたしておりますけれど

も、各課で所管する具体的な事務の移譲に係る

審議について、各委員会に分割付託されている

ものでございまして、今回、地方自治法並びに

特定非営利活動促進法、いわゆるＮＰＯ法でご

ざいますけれども、に規定する事務について、

市町村へ権限移譲するものでございます。

次に、議案第８号、インデックスが張ってあ

ると思いますが、43ページをお開きいただきた

いと思います。議案第８号「市町の廃置分合 、」

。 、いわゆる市町村合併についてであります 今般

延岡市長と北川町長から、知事に対し、延岡市

及び東臼杵郡北川町の廃置分合についての申請

が行われておりますことから、地方自治法第７

条第１項の規定に基づき、県議会の議決に付す

るものでございます。

次に、ページを１枚めくっていただきまし

、 。て 45ページをお開きいただきたいと思います

議案第９号「宮崎県都城市と鹿児島県曽於市と

の境界変更」についてであります。これは、当

該地域において土地改良事業が実施されたこと

に伴い、従来の地形が変更されたため、改良後

の区画に合わせて境界を変更するものでござい

ます。地方自治法第７条第５項の規定により、

議会の議決に付するものでございます。

次に、追加提案させていただきました補正予

算案についてでございます。議案第16号と括弧

書きで記載しておりますが 「平成18年度11月補、

正歳出予算説明資料」の方を見ていただきたい

と思います。インデックスが張ってあるかと思

いますが、１ページをお開きいただきたいと思

います。今回お願いしております地域生活部の

補正額は、６億5,274万6,000円の増額でござい

ます。これは、今般の知事選挙に要する経費を

。 、措置することによるものであります この結果

地域生活部の一般会計予算額は、160億3,567

万5,000円となります。

次に、報告事項が２件ございます。お手元に

配付いたしております生活福祉常任委員会資料

により御説明いたします。

資料の19ページをお開きいただきたいと思い

ます。株式会社ブルーハイウェイライン西日本

のカーフェリー宮崎港就航計画についてでござ

います。同社が、志布志港と大阪港の間を毎日

１便運航いたしておりますカーフェリー「さん

ふらわあ」を、宮崎港から大阪港への航路に変

更する計画を進めている件について御報告をい

たします。

次に、21ページをお開きいただきたいと思い

ます。合併新法のもとでの市町村合併の動きに

ついてであります。去る９月の委員会で、高原

町における住民発議について、合併新法に基づ

く手続が進行中であることを御報告したところ

でございますけれども、今回その後の動きにつ

いて御報告いたします。

なお、これらの議案及び報告事項についての

詳細につきましては、担当課長から説明いたし

ます。

私からの説明は以上でございます。

それでは、生活・文化○日高生活・文化課長

課関連の議案につきまして、お手元の「生活福

祉常任委員会資料」によりまして説明いたしま

す。

資料の１ページをお願いいたします 「宮崎県。
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における事務処理の特例に関する条例の一部を

改正する条例」についてであります。

１の改正理由でありますが、先ほど部長から

も説明がありましたとおり、宮崎県における事

務処理の特例に関する条例によりまして、住民

に身近な行政サービスは、できる限り市町村で

行うことを基本に、市町村の希望、選択により

ます権限移譲を推進しているところであります

が、今回、特定非営利活動促進法、いわゆるＮ

ＰＯ法に規定します県の事務の一部につきまし

て、取り扱いを希望する市町村に移譲を行うた

めの条例の改正を行うものであります。

次に、移譲する事務の内容ですが、２に列記

、 、 、してありますように まず ＮＰＯ法人の認証

、 、公告 縦覧等法人の設立に関します７つの事務

それから、定款や役員の変更、事業報告等法人

の管理に関します７つの事務、それから、解散

及び合併に関する５つの事務、最後に、報告の

徴収、改善命令等法人の監督に関します９つの

事務、合計28の事務につきまして移譲すること

としております。

移譲対象市町村としましては、宮崎市及び都

城市。それから、施行期日は平成19年４月１日

を予定しております。

なお、この新旧対照につきましては、次の２

ページから３ページに記載しておりますので、

参考にしていただきたいと思います。

私からの説明は以上であります。

市町村課関係の議案等につ○江上市町村課長

いて御説明を申し上げます。

常任委員会資料の５ページをお願いいたしま

す。議案第６号「宮崎県における事務処理の特

例に関する条例の一部を改正する条例」につい

て御説明をいたします。これは、県から市町村

への権限移譲を推進するための条例改正でござ

います。

１の改正理由にありますように、県では、こ

れまで、住民に身近な行政サービスは、できる

限り住民に身近な市町村で担うということを基

本に、権限移譲を進めてきたところでございま

すけれども、今般、２の（１）に記載をしてお

ります新たに生じた土地の確認に関する届け出

の受理、それから告示という２つの事務、及び

２の（２）に記載をしております市町村区域内

の町または字の区域の変更等に関する届け出の

受理と告示という２つの事務につきまして、都

城市を初めとする２市２町に対しましてそれぞ

れ権限移譲を行おうとするものでございます。

このうち、２の（１）の新たに生じた土地の

確認に関する事務でございますけれども、これ

は、埋め立て等によりまして新たに陸地が形成

された場合に、市町村長が議会の議決を経て新

たに生じた土地の位置と面積を確認しまして、

知事がその旨告示するという事務でございまし

て、平成19年度から新規に移譲する事務でござ

います。

（２）の市町村区域内の町または字の区域の

変更等に関する事務につきましては、既に11市

町村に移譲を行っている事務でありますけれど

も、今回、移譲市町村の追加を行おうとするも

のでございます。

なお、市町村が移譲された事務の執行に要す

る経費として、所要額を交付金として交付する

こととしております。

お手数でございますけれども、８ページをお

願いいたします。これは、現在の事務処理の流

れと権限移譲後の事務処理の流れを図にしたも

のでございます。図の上の方がこれまでの事務

の流れ、下の方が権限移譲後の事務の流れを示

しております。
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まず、これまでの事務の流れでございますけ

れども、市町村が、新たに生じた土地の確認や

町や字の区域の変更を行おうとする場合には、

自治法の規定によりまして、知事は、図の右側

にありますとおり、市町村からの届け出を受理

をしまして、これを告示することとされており

ます。このため、県と市町村との間で事前に打

ち合わせを行っておりますけれども、市町村に

とりましては、県に提出する書類作成や県庁へ

。の出張などその負担が大きいものがございます

こういう中で、今回権限を市町村に移譲いたし

ますと、図の下の方にありますとおり、事前協

議や県への届け出が不要となりますので、市町

村にとりましては、市町村の内部で事務が完結

しますので、迅速な事務処理が可能となるなど

のメリットがあると考えております。また、県

にとりましても、事務処理の合理化が図られる

ものと考えています。

なお 今回の権限移譲につきましては 平成19、 、

年４月１日から行うこととしております。

次に、議案の第８号でございます。９ページ

をお願いいたします。議案第８号、市町の廃置

分合につきまして御説明を申し上げます。

これは、北川町を廃しまして、その区域を延

岡市に編入するいわゆる合併議案でございます

けれども、合併予定の延岡市、北川町は、地理

的にも歴史的にも深い結びつきがございます。

それぞれの自治体が抱える諸課題に対応すると

、 、ともに 当該地域をさらに発展させていくため

今回合併を行うものでございます。

３に記載しておりますように、合併方式は編

入合併、合併期日は平成19年の３月31日、新市

の名称は延岡市、事務所の位置は現在の延岡市

役所となっております。新市における議員の定

数につきましては、現在、延岡の市議会で検討

中でございますけれども、北川町議会の議員に

つきましては、合併の前日をもって失職するこ

ととなっております。また、北川町であった区

域に地域自治区を設置することになっておりま

して、これは旧北方町及び旧北浦町と同じ取り

扱いでございます。

今後の手続につきましては、自治法の規定に

基づきまして、県議会の議決をいただきました

後、知事が廃置分合の決定を行いまして総務大

臣に届け出るということになっております。こ

れを受けまして、総務大臣が合併の告示をいた

しまして、この告示によりまして廃置分合の効

力が発生するということとなっております。

次に、11ページをお願いいたします。議案の

第９号、宮崎県都城市と鹿児島県曽於市との境

界変更につきまして御説明をいたします。

このたび、宮崎県都城市と鹿児島県曽於市と

の境界におきまして、土地改良事業が実施をさ

れました。その結果、従来の地形が変更されま

したので、区画整理後の区画に合わせて都城市

。と曽於市との境界を変更するものでございます

境界変更に係る区域につきましては、都城市の

簑原町と曽於市財部町との道路、水路を含む農

地でございますけれども、事業の実施に当たり

まして、都城市と曽於市との間で面積の増減が

生じないように事業が計画されましたので、境

界変更に伴います面積の増減はございません。

また同様に、変更に伴います人口移動もござい

ません。

境界変更の場所につきましては、13ページに

記載をしております。15ページの図で御説明を

したいと思います。14ページの左の方が事業の

施工前の地図、右の15ページが施工後の地図と

なっております。今回の境界変更によりまし

て、15ページの図の赤く塗られた区域がござい
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ます。これが都城市から曽於市に編入をされま

す。同様に、図の緑色で塗られた区域、これが

曽於市から都城に編入をされます。その結果、

両市の境界は、Ｓ字でカーブございますが、こ

、 、の黒い線 これは旧来の境界でございましたが

これが赤の直線に新しい境界が変更されるとい

うこととなります。なお、先ほど申し上げまし

たように、それぞれの面積の合計は同じとなっ

ております。

お手数でございますが、11ページにお戻りい

ただきたいと思います。今回の境界変更につき

まして、都城市、曽於市の議会の議決が必要で

ございますが、これは両市とも９月議会で議決

がされております。また、鹿児島県議会の議決

も必要でございますが、鹿児島県議会にはこれ

と同じ議案がこの12月議会に上程をされており

ます。今後の手続につきましては、自治法の規

定に基づきまして、県議会の議決をいただきま

した後に、総務大臣に境界変更の申請を行うこ

とになっております。これを受けまして、総務

大臣が境界変更を決定をいたしまして告示がな

されるということになっておりまして、この告

示によりまして境界変更の効力が発生するとい

うこととなってございます。

次に、議案の第16号の補正予算について御説

明を申し上げます。お手元に「平成18年度11月

補正歳出予算説明資料（議案第16号 」という冊）

子がございます。青いインデックスが付してあ

るというふうに思いますけれども、３ページで

ございます。議案第16号補正の３ページをお願

いしたいと思います。

市町村課の11月補正予算額は、６億5,274

万6,000円の増額をお願いするものでございま

す。これは、今回の知事の辞職に伴います知事

選挙を執行するために要する経費でございます

けれども、補正後の額は、３ページの右から３

番目にありますように、32億8,512万8,000円と

なります。

内訳につきまして御説明を申し上げます。恐

れ入りますが 先ほどの常任委員会資料の17ペー、

ジをお願いいたします。知事選挙の関係補正予

算でございます。

まず、執行期日等についてでございますけれ

ども、選挙の告示日が平成19年１月４日、選挙

の期日が平成19年１月21日となっております。

次に、予算額についてでございます。執行経

費といたしまして６億3,403万円お願いをいたし

、 、ておりますけれども 主な内訳といたしまして

投票所や開票所の経費、ポスター掲示場の設置

経費として市町村に交付いたします市町村交付

金が５億1,036万4,000円、それから、候補者の

選挙運動に要します、いわゆる公営負担金であ

りますとか、選挙公報の発行費、投票用紙の印

刷経費等々に要します県の経費が１億2,366

万6,000円となっております。また、テレビやラ

ジオのスポット、新聞広告などの啓発事業に要

します臨時啓発費といたしまして1,871万6,000

円をお願いしております。

最後に、財源内訳でございますけれども、全

額県費でございます。

市町村課は以上でございます。よろしくお願

いいたします。

御説明いたします。○加藤総合交通課長

委員会資料の19ページをお開きください。株

式会社ブルーハイウェイライン西日本のカー

フェリー宮崎港就航計画についてであります。

まず、１の計画の概要ですが、大阪に本社を

置きます株式会社ブルーハイウェイライン西日

本が、志布志港と大阪南港の間で運航しており

ますカーフェリー「さんふらわあ」を、宮崎港
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から大阪南港への航路に変更する計画を進めて

いるものであります。航路変更の主な理由は、

燃料費削減等による経営改善を図るためと聞い

ております。

このカーフェリーの現在の概要ですが、２の

とおり 「さんふらわあさつま」と「さんふらわ、

あきりしま」の２隻体制で、志布志港と大阪南

港の間を毎日１往復、所要時間13時間40分で結

んでおります。船の大きさは２隻とも同じで、

総トン数約１万2,400トン、輸送能力は12メート

ル車換算でトラック135台などとなっておりまし

て、現在、宮崎カーフェリーが運航しておりま

すカーフェリーと同程度であります。参考まで

に会社のパンフレットの抜粋、カラーコピー１

枚ですが、別にお配りしております。

次に、資料３の県の対応状況ですが、この計

画につきまして、会社からことし９月末ごろに

宮崎港のフェリーバース使用について打診がな

されまして、現在、土木部の港湾課が対応して

おります。現在、同社は、志布志など地元の自

治体、関係企業などの関係先との調整を行って

おりますが、地元においては官民による存続対

策協議会が発足し、会社に対して存続の要望を

行うなどの動きが出ております。また、本県で

同じ大阪航路を運航しております宮崎カーフェ

リーとの話し合いも行われているという状況に

ありますことから、県といたしましては、その

動向を見守っているところでございます。

なお、参考として、本県の海上航路の状況と

宮崎カーフェリー大阪航路の概要を記載してお

ります。

説明は以上でございます。

私からは、委員会○橋口市町村合併支援室長

資料の21ページ、合併新法のもとでの市町村合

併の動きについて御説明をいたします。

９月の常任委員会で御報告いたしました高原

町における住民発議につきまして、その後の動

きを御報告するものでございます。

下の方にこれまでの経緯として記載しており

ますように、７月31日に署名簿が提出されまし

て、８月１日からの署名の審査等経まして、８

。月17日に本請求がなされたところでございます

合併協議会を設置しますためには、両市町の

議会の議決が必要となりますことから、８月23

日に高原町長から小林市長に対しまして、合併

協議会を設置するための議案を小林市議会に付

議するのかどうか、この意向照会が行われたと

。 、ころでございます この意向照会を受けまして

去る11月７日に、小林市長が高原町長に対しま

して「市議会に付議しない」との回答がなされ

たところでございます。この小林市長からの回

答をもちまして今回の住民発議の手続というの

は終了することとなったところでございます。

なお、資料にはございませんけれども、小林

市長が付議しないと回答された理由につきまし

ては、事前の接触、やりとりの中で、高原町側

から、現段階では町民に対する説明、情報提供

が不十分であるので、今年度中に町民に対する

そういった情報提供等に努め、態勢を整えたい

と。その上で、19年度中のなるべく早い時期に

合併協議会の設置に向けた協議を始めさせてい

ただきたい、こういった意向が小林市長に伝え

られまして、小林市長は、そのことを踏まえる

と、機が熟すのを待つことが必要と判断された

ものと伺っているところでございます。

私からの説明は以上でございます。

追加の説明等ありませんか。な○中野委員長

。 、 。いですね では 執行部の説明が終了しました

、 。まずは 議案についての質疑はありませんか

議案第６号関係についてお聞きし○太田委員
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たいと思います。生活・文化課の方ですが、権

限を移譲するということで、市町村課の方もそ

うですけれども、移譲された市町村での処理が

スムーズにいくという意味では、こういう形が

望ましいんじゃないかなと思います。市町村課

の方では交付金を出すということで説明があり

ましたが、生活・文化課の方では交付金はどう

いうようなことになっていますか。

、○日高生活・文化課長 交付金につきましても

市町村課と同様に一定の額が決まっておりまし

て、内容によりまして、安いものでは2,700円、

高いものでは４万2,000円ほどの業務があります

が、ただ、既に認証しております分につきまし

ては、そっくりその書類を写すだけになります

ので、来年４月以降そういう事務が生じたもの

について県から交付金を出すということで。た

だ、この交付金につきましては、行政経営課の

方で年間まとめまして、全部プールをしまして

各市町村に配付をすると そういう仕組みになっ、

ております。以上でございます。

市町村では、今まで県がやってい○太田委員

た仕事を身近にやった方がいいんだということ

でこれを取り入れるところが多いとは思うんで

すが 一番心配するのは 交付金が本当にきちっ、 、

とおりてくるんだろうかとか、仕事ばかりが来

た形になるんじゃないかと、そういう不信感が

あったりすることが、こういうのがスムーズに

身近な市町村でやるということにブレーキがか

かることにもなるわけですね。交付金の算定、

今説明がありましたので、わかったかなと思う

んですが、十全なる交付金といいますか、よざ

んにやる必要はありませんけれども、そういっ

た住民との接触の中で当然これは必要だなと思

われるものが市町村にきちっと交付されるよう

な算定の何らかの基準といいますか、算定方式

というか、そういうものがあってほしいと思っ

、 、ておりますが 今ちょっと説明がありましたが

算定方式をもう一回説明してください。

基本としましては、例○日高生活・文化課長

えば認証事務がございますけれども、それに係

る人件費相当、それから旅費等需用費用、業務

の性質に応じましてそれがどのくらい仕事量が

かかるかということで分析をしておりまして、

全部合算いたしまして、各事務ごとに単価を決

めているといいましょうか、値段を決めている

という状況でございます。

わかりました。一応そういったと○太田委員

ころがスムーズにいくように、反映されるよう

に希望しておきたいと思います。今のところ、

例えばＮＰＯ法人であれば、宮崎市と都城市で

ありますけれども、ほかのところも何らかの難

色があったんだろうなと思う気持ちもするもん

ですから、もしあれば。

実は、あと、延岡市と○日高生活・文化課長

日向市が一応要望ございましたけれども、まだ

ちょっと準備が整っていないということで、来

年度以降、中盤以降になるかもしれませんが、

。そういうことで移譲する形になるかと思います

ただ、さっきおっしゃいましたように、お金の

問題もあるんですけれども、どちらかというと

実務的に今まで市町村全くやっておりませんの

で、職員の研修とか事務処理体制の整備をこち

らとしては応援していく必要がありまして、既

に宮崎、都城市の職員の方が一緒にＮＰＯから

の相談を受けたり、そういう事務を一緒にやり

ながら実務的にもうまく移行できるようにやっ

ているところでございます。以上です。

わかりました。○太田委員

では、市町村課の方に、都城市と曽於市との

境界変更についてでありますが、私も初めてこ
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ういうのを見させてもらいましたので、お聞き

しますが、こういった場合の慣例として、何ら

かの土地改良事業が入ることによって境界の変

更は必ず生じると思うんですが、そのときに面

積についてはお互いに同じようにするというの

が慣例としてあるのか。これは見事に一致して

おるもんですから、ここをもらったら、こっち

はうちがあげるよというような感じでのそうい

う何か慣例があるんでしょうか。

慣例といいますか、事業を○江上市町村課長

行います場合には、まず、境界をどこにするか

ということを決めるそうでございます。例えば

今回の場合には、道路を境界にしようというこ

とをまず先に決めたということで、15ページの

、 、図にありますように まず道路の図面を引いて

そこに道路が来ると左右同じ面積になると。ま

ず道路の位置を決めて、それから区割りをやる

というふうにやったというふうに聞いておりま

す。

ほかにありませんか。○中野委員長

ＮＰＯの認証のことについて○井上委員

ちょっとお尋ねしたいんですけど、決算のとき

にも、ＮＰＯ法人が隠れみのになっていろんな

ものが、事件が起こるということとかも考えら

れるわけですね。決して私も市町村がだめだと

申し上げているわけではないんですけれども、

やっぱりＮＰＯの認証というのは非常に難しい

ところもあると思うんですね。確かに事務事業

を市町村に移譲するというのは大事なことだと

いうふうに私も思うんですが、だからといって

何でもかんでもオーケーかと言われると、非常

に問題点もありはしないかと思うんですね。特

にこのＮＰＯの認証の関係は、認証した以降に

どういうふうな状況でＮＰＯ法人が動いていく

かということも非常に問題視されるべきだと思

うんですね。決算の折にも川添委員の方からも

御質問がありまして、その後どうしているのか

と。県はちゃんと中に入って監督とかしている

のかみたいなお話もあったと思うんですけど、

それはなかなかされていないという状態にある

と思うんですね。

先ほど交付金の問題が出ましたが、４月以降

の新たな認証については交付金の制度があるん

ですけれども、問題はノウハウだと思うんです

ね。認証していくまでのノウハウがきちんとな

いといけないし、それと、地方でＮＰＯがある

意味では雇用の受け皿にもなり得るということ

もあって、前から私も議会等では、これの発展

といいますか、そういうことについては質問と

かもさせていただいたんですけれども、安易な

認証と安易な法人の立ち上げというのは非常に

問題点があると思うんですね。問題はそのノウ

ハウの伝承だと思うんですけど、そのあたりの

県と市町村との関係ですよ、それについてはど

んなふうにされるのか、そこをお尋ねします。

県の方でＮＰＯの支援○日高生活・文化課長

センターを別途つくっておりまして、もともと

設立をしたいという方についてはそこで相談を

受けておりますし、それから、県の方でも個別

に相談を受けております。まず、設立認証の手

続に入ります前にそういう具体的な相談をかな

り受けます。基本的には、そういう要件等含め

まして十分お話を伺いながら整理をさせていた

だくというやり方をとっておりますので、ＮＰ

Ｏ支援センターにつきましては県が設置してお

りますけれども、当然、都城市、宮崎市の関係

についても事前にきちんと相談をしてください

と。場合によっては県の方も当然そういうのを

今は一緒にやるような形ですね。最初から全部

そっちでやってくださいという話じゃありませ
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んで、ＮＰＯ法人の事務そのものがまだ全然成

熟をしておりませんので、県としては十分かか

わっていって、県全体としてレベルアップにつ

ながるような体制に持っていきたいというふう

に考えております。以上です。

そういうお考えがあるなら、ぜひ○井上委員

そのことを含めて市町村とは十分な連携をとっ

ていただきたいというふうに思います。問題は

情報の得方なんですよね。市町村が情報をどう

やって得ていくかという問題とかあると思うん

ですね。全国の動き、海外での動き含めて、Ｎ

ＰＯというのがどういうふうな形でどんなふう

になった場合がベターなのかという点では、高

いものから低いものとかいろいろあるとは思う

、 、んですけれども 私どもが知っている限りでは

細かくつき合ってみますと、市町村にはなかな

かそういう情報が入っていないという感覚がす

るわけですね。だから、ＮＰＯの支援センター

の方で持っている情報も含めて、情報の共有化

というのが十分できるかというのはあると思う

んですね。それと、県が認証したというのと市

町村が認証したというと、受ける印象とか県民

に与える印象というのも非常に違うものはある

んですね、実際。そのあたりのことについて今

後どのように取り組まれていくのかということ

については注目しないといけないんですけど、

一応今のお考えを聞かせてください。

特に今年度から、ＮＰ○日高生活・文化課長

Ｏに関しましては、各地域に出向きまして出前

講座等をやっておりまして、例えばＮＰＯ設立

を考えていらっしゃる方とか、あるいは市町村

職員も含めまして、あらゆる研修の場、かなり

数をふやして各地区でやっております。そうい

うのをベースにしながら、あるいは中央省庁で

頑張っていらっしゃる方が結構いらっしゃいま

すので、そういう方の研修会等をかなりやって

おりまして、その辺からどんどん力をつけてい

くしかないかなと思っています。今後ともその

辺の強化を図っていきたいと思っております。

以上です。

ほかにありませんか。○中野委員長

今のに関連して。ＮＰＯ法人の関○太田委員

係で、今回、知事の権限に属する事務の一部に

ついてということでありますので、一部を見た

ときに、不正な事例があった場合に、改善命令

ということで最後のところで述べられています

が、この特定非営利活動促進法の中では、改善

命令から一歩進んで取り消しとかいうところも

述べられていますかね。

。○日高生活・文化課長 取り消しもございます

例えば、３年間事業報告書を出さなかった場合

とか、そういう法律での規定はございます。

ということは、取り消しとかいう○太田委員

そういう権限は、まだ知事が持っておるという

ことでいいですね。

それは今現在持ってお○日高生活・文化課長

ります。ただ、移譲によりましてこの権限も基

本的には全部移してしまいます。基本的にはほ

とんどの業務は移してしまうと御理解いただけ

ればと思います。

員 この改正理由の中に、事務の一部○太田委

についてというふうに書いてありますよね。だ

から、今回は一部ということで、将来は全部移

すという意味なんですか。

ここで一部というのは○日高生活・文化課長

ほとんどを指す一部なんですけど、認定ＮＰＯ

法人といいまして、いわゆる国税庁が認定した

寄附を受けてやれる特別な法人があるんですけ

れども、そういった業務に関しては県の方に一

部ありますけれども、そのほかに関するＮＰＯ
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に関しては、基本的には大枠を全部移譲すると

いう考え方になっております。以上でございま

す。

ということであれば、例えば、取○太田委員

り消しという非常に重い決定をすることも市町

村がやるということであるわけですね。そうす

ると、かなりな職員の資質のアップといいます

、 、か その辺のやりとりの難しさがあったりとか

きちっとやっていかにゃいかんということが出

てきますね。

御指摘のとおりです。○日高生活・文化課長

ただ、県の方でも今まで取り消しをやった事例

はございませんので、この辺のところは一緒に

勉強するといいましょうか、一緒に積み上げて

いくしかないなというふうに思っております。

全国的には何件かそういう取り消し等の基準を

設けてやっているところもありますので、そう

いうところを勉強しながら、こういった事例に

ついては、当然、市町村独自にやるんじゃなく

て一緒に勉強させていただいて、さっき言いま

したように、県全体としてこういう事務能力の

アップにつなげていきたいと思っております。

以上です。

議案でありませんか。○中野委員長

ちょっと知識として聞かせてもら○井本委員

いたいんですけど、市町村の境界線の場合は、

たまたまこの場合は鹿児島県とのあれだから県

議会の承認が要るよというのか、県内の市町村

、 。の境界線のときにも要るのか その辺ちょっと

県内の市町村の境界変更の○江上市町村課長

場合には 市町村の議会の議決を経て県に上がっ、

てまいります。県議会の議決を経て知事が決定

いたします。今回の場合には県境をまたぎます

ので、大臣まで上がるということになります。

ほかにありませんか。議案はな○中野委員長

いですね。

では、その他の報告事項でありませんか。

それでは、総合交通課のブルーハ○井上委員

イウェイライン西日本のカーフェリーのことに

。ついて何点かお聞かせいただきたいと思います

宮崎県にとりましては、これは朗報なんですけ

れども、志布志から撤退をする意味合いという

のはどんなふうに説明をされているんでしょう

か。

先ほど説明でも申し上げ○加藤総合交通課長

ましたけれども、このブルーハイウェイライン

西日本が航路変更する主な理由としましては、

燃料費削減による経費改善を図るためというふ

うにお聞きしております。

、○井上委員 宮崎港を使うということについて

宮崎にとってみればすごくうれしいことなんで

すけれども、そのことによって、宮崎県に対し

て何か御要望みたいなのというのは来ているも

のなんでしょうか。

この話が９月末に宮崎県○加藤総合交通課長

にありまして、その後、地元でも先ほど言いま

したようにいろんな存続運動が行われておりま

す。その一環としまして、11月になりまして、

鹿児島県の方と志布志市長さん、それから別の

日には志布志市の議会の議長さん、志布志商工

会の会長さんが本県にお見えになりまして、地

元の状況の説明には参られまして、そういった

地元の状況の理解を求められました。具体的に

県に対しての御要請はありませんでした。以上

です。

会社からの要請は何もないと。例○井上委員

えば、県に対してこうしてくださいよみたいな

ことはないというふうに理解してよろしいんで

すね。

それはブルーハイウェイ○加藤総合交通課長
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ライン西日本からのということでございましょ

うか。

そういう意味です。○井上委員

県に対しては、宮崎港の○加藤総合交通課長

使用についての要請が来ているということでご

ざいます。打診が来ているということでござい

ます。

打診だけということですね。例え○井上委員

ば、補助金が欲しいんですけどとか、こんなふ

うに改善してほしいんですけどとか、そういう

要望は一切ないというふうに理解していいんで

すね。

運航に当たっての補助金○加藤総合交通課長

等の要請はございません。ただ、港の使用につ

きましては、港湾管理者として整備すべきもの

があるかどうか、あるいは利用者が負担すべき

ものであるかどうか、これは港湾課との間で協

議がなされております。

宮崎カーフェリーとバッティング○井上委員

するところもあるわけですけど、大体何時で何

時になるわけですか。時間帯。

両者が話し合いをすると○加藤総合交通課長

いうことでございまして、まさにその入港出港

の時間、あるいは自家用車、トラックの駐車場

の問題、こういったものがまずやっぱり話し合

いの初めであろうと、そういった話し合いが今

後進められるんだろうというふうに思っており

ます。

大体これの今後の見込みというの○井上委員

はどんな感触ですか。

志布志、地元における調○加藤総合交通課長

整 宮崎での既存のフェリーとの調整 こういっ、 、

たものがございまして、今のところ具体的にい

つそういったものが調整がまとまるかというこ

とについてはまだわかっておりません。

ほかにありませんか。○中野委員長

当然こんなことはやっていると思○井本委員

うけど、２つになることによって逆に取り合っ

てしまって２つともうまくいかなくなるとか、

そんなことはないんでしょうね。

まず、１点は、お互いで○加藤総合交通課長

きたら協調したいということでございます。た

だ、これは企業同士ですから、何らかの競争と

いうのは発生すると思います。ただ、宮崎港の

場合、京浜航路、貝塚航路が休止になっており

まして、他県の航路に行ったとか、陸送にシフ

トしたという荷物もあります。それから、志布

志から宮崎に寄港するんじゃなくて、志布志か

ら港そのものを宮崎に変えるわけですから、志

布志からの荷物も一定程度は宮崎の方に来るも

のと思っております。そういった観点から、一

定の荷はありますし、また、２便体制になるこ

とによって利用者が便利になって新たな需要の

拡大もあるのではないかというふうに期待はし

ております。

結局この会社は、鹿児島からは完○井上委員

全撤退というふうに理解していいんですか。宮

崎支店をつくっていただいて宮崎が中心になる

ようなそういう会社になるというふうに理解し

ていいんですか。

会社の支店の問題は○加藤総合交通課長

ちょっとわかりませんけれども、今ある志布志

から大阪南港への航路そのものはそっくり宮崎

港の方に移転すると、航路は移転するというこ

とでございます。

ブルーハイウェイライン西日○宮原副委員長

本、志布志港を使って大阪ということになりま

すが このブルーハイウェイライン以外にもフェ、

リーは走っているんですか。

志布志港は、国内のフェ○加藤総合交通課長
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リーはこの航路だけです。

ほかにありませんか。その他で○中野委員長

ありませんか。

関連ですが、宮崎カーフェリーが、ブルーハ

イウェイライン西日本が来ることで何か県への

要望というのはないですか。宮崎カーフェリー

からの要望はないですか。

新しいフェリーが来ると○加藤総合交通課長

いうことで、当然そこに競争が発生するのでは

ないだろうかというそういった危惧については

御説明に参られました。

どちらかというと、規模的には○中野委員長

ブルーハイウェイラインの方がずっと大きいで

すよね。ですから、さっきは協調という話でし

たが、共倒れはしなくても、宮崎カーフェリー

の方が経営力が落ちてきて、やがて淘汰される

んじゃないかなという危惧を持っているんです

が、そういう懸念はないですか。

そういう競争に伴ってど○加藤総合交通課長

うなるかということについては、今の段階で我

々としては何とも言いようがないということで

ございます。

宮崎カーフェリーはそういうこ○中野委員長

とを心配されているやに聞いておるわけですか

ら、発言したわけですが、そうなった場合に、

大きい方が残るということになりますから そっ、

ちの方を選択した方がいいというふうにお思い

ですかね。

それは会社の経営として○加藤総合交通課長

どういった経営をされるか、あるいはどういっ

た努力をされるかということにもよりますし、

我々としては、２便体制になって利用者の利便

性が増すこと、あるいは宮崎港がますます発展

することを大いに期待しております。

できたらブルーハイウェイが宮○中野委員長

崎港に来て、既に宮崎カーフェリーは大阪に就

航しているわけだから、ブルーハイウェイを京

浜ですね、東京方面に就航させるというような

ことはできんわけですかね。

京浜航路ですけれども、○加藤総合交通課長

京浜航路について、廃止になった後、私たちも

いろんな船会社を回りましたし、荷主さんから

いろいろ状況を聞きました。その段階で、ある

いはその後いろいろ県としての調査もいたしま

したけれども、かつての京浜航路のような形態

ではなかなか採算が難しいということでござい

まして、当然、我々、京浜航路を再開してほし

いというのはあちこち働きかけておりますけれ

ども、今こういった情勢で、船会社さんも京浜

。航路に踏み込むことは難しい状況でございます

その点はわかりました。○中野委員長

次に、議案第６号で、新たに生じた土地の確

認に関する事務を市町村に移譲ということで、

延岡、南郷、都城が対象になっているわけです

が、さっきは埋立地がという話でしたが、都城

が新たに生じた土地の確認、新たに生じる可能

性というのは何があるんですか。

、○江上市町村課長 通常は海面が多いんですが

都城の場合は御池もございますし、それ以外の

湖沼等々もあるかもしれません。ですから、可

能性としては低いんですけれども、理屈として

はあり得るということでございます。

藩政時代、都城支藩は一時内之○中野委員長

浦を領したという古文書を見たことがあります

が、まさか海面に向かって土地は所有していな

いだろうと思って、必要性があるのかなと思っ

て質問しました。以上です。

ほかにありませんか。

〔｢なし｣と呼ぶ者あり〕

それでは、請願の審査に移りま○中野委員長
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す。

請願第11号及び第28号について執行部からの

説明はありますか。

請願第11号につきま○岡村文化・文教企画監

しては特にございません。

請願第28号については特○岡崎国際政策課長

にございません。

質疑はありませんか。○中野委員長

大きく永住というと、どのくらい○井上委員

を永住と言うんでしょうか。

在留資格が29ぐらいある○岡崎国際政策課長

んですけれども、永住というのは、法務大臣が

、永住を認める者ということになっておりまして

特に年限等については聞いておりません。それ

から、ちなみに特別永住者というのは、いわゆ

る日本国との平和条約、サンフランシスコ条約

に基づいて、国籍を離脱した者並びにその子孫

ということになっております。

請願でありませんか。○中野委員長

在日韓国人というのは、望めば帰○井本委員

化することができるような状態にあると私なん

か考えているんですが、そういう理解でいいで

すか。

帰化については、当然こ○岡崎国際政策課長

れは別途の関係になりますので、日本国籍を取

、 。得するということは これは可能でございます

あと、在日韓国人といえども、基○井本委員

本的人権としての政治活動の自由というか、そ

ういうものはあるわけですね。

その辺よく承知しておりま○江上市町村課長

せんけれども、国内に住民登録をされている外

国人の方は住民として認めることになりますの

で、政治活動は基本的には認められるんではな

いかというふうに思っております。

政治活動の自由、そしてまた、そ○井本委員

の中の参政権に踏み込んだときに、果たしてそ

こまで外国人に認められるかどうかということ

になると思うんですね。外国人であるというこ

とと自国民であるということの境目は一体どこ

にあるのかということが、こういうときに一番

大きな問題になるんじゃないかと私なんか考え

るんですけれども、果たして外国人に参政権と

いうものが与えられてしかるべきかどうかとい

う、それはこっちが考えにゃいかんことなんだ

けど、その辺が大きな問題になるんじゃないの

かなと。私なんか、国民としての固有の権利と

してやはり参政権というものは本来あるもので

あって、参政権を外国人に与えたら、自国民と

外国人との差は一体どの辺になるのかというこ

とが大きな問題じゃないのかなと考えているん

ですが、その辺はどうですか。

今、国会でも審議中のも○村社地域生活部長

のでございまして、この問題は、今言われまし

たように国の制度の根幹にかかわる問題です。

したがって、賛成論から反対論まであるわけで

ございますので、私どもとしては国会で議論を

進めていただきたいというふうに思っていると

ころでございます。

ついでですが、全国的に、県単位○川添委員

ですね、市町村はいいです、県単位ではこの問

題の処理は、県議会の採決状況はどうなってい

るんですかね。

これは民団の方の調査で○岡崎国際政策課長

ございますけれども、全国の中で議会の方で意

見を採択されていない県は11県あるというふう

に聞いております。

韓国に限ってですが、日本の人が○川添委員

韓国に永住していると。逆な立場ですね。その

場合、韓国の政府、これは今、部長がおっしゃ

るように政府の問題ですが、韓国の政府はどう
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しているんですかね。

韓国では平成17年６月に○岡崎国際政策課長

公職選挙法の改正がありまして、永住資格を取

得して３年を経過した19歳以上の外国人に対し

て、大統領選挙と国会議員選挙を除く地方自治

体の議員の選挙、首長選挙での投票権が付与さ

れております。ちなみに、平成18年５月31日に

実施されました地方選挙で、それを使いまして

といいますか、初めて投票が実施されたという

ふうに聞いております。

在日韓国人が対象でしょうが、大○井本委員

体数としてどのくらいおるもんですか。

、○岡崎国際政策課長 本県の特別永住者のうち

朝鮮、韓国籍の者が平成17年で597名でございま

す。

それは宮崎県だけですね。韓国で○井本委員

。投票した宮崎県人というのはどのくらいおるの

それについては承知して○岡崎国際政策課長

おりませんけれども、韓国で投票したときの対

象者としては日本人51人というふうに聞いてお

ります。

これは私の考えだけど、バーター○井本委員

でやるならやっぱりそれ相応のあれがなきゃな

らんものを、こっちの方がはるかに譲らにゃい

かん話なわけですよ、これは。私は、やっぱり

この参政権というものは日本人固有の権利で

あって、例えば、今度県会議員に韓国籍の人が

出てきて、そして韓国の人たちがわっしゃわっ

しゃと、例えば、こっちに全部籍を何千人も移

してやることだってこれは不可能じゃないわけ

ですよね。そして、日本とは違う国益がぶつか

る場面で政治を地方議会に持ち込む、こういう

ことだってやる気になればできるわけですよ。

私は、参政権というものは日本人固有の権利で

あって譲るべきではない。これは国の方でやら

、 、にゃいかんことで これはどうでもいいですが

そう思っております。以上であります。

この件はいいですか。○中野委員長

その他で何かありませんか。

〔｢なし｣と呼ぶ者あり〕

それでは、以上をもって地域生○中野委員長

活部を終了いたします。執行部の皆様には大変

御苦労さまでした。

暫時休憩いたします。

午後０時５分休憩

午後１時２分再開

それでは、委員会を再開いたし○中野委員長

ます。

本委員会に付託されました議案等の説明を求

めます。なお、委員の質疑は執行部の説明がす

べて終了した後にお願いをいたします。

それでは、当委員会に御○河野福祉保健部長

審議をお願いいたしております議案及び報告事

項につきまして、概要を御説明申し上げます。

まず、お手元の「平成18年11月定例県議会提

出議案」をごらんください。表紙をめくってい

ただきまして目次をごらんいただきますと、福

祉保健部関係の議案は 一番上の議案第１号 平、 「

成18年度宮崎県一般会計補正予算（第２号 、）」

それから、５つ下の議案第６号「宮崎県におけ

る事務処理の特例に関する条例の一部を改正す

る条例」の２議案でございます。

まず、議案第１号「平成18年度宮崎県一般会

計補正予算 第２号 についてであります 平（ ）」 。「

成18年度11月補正歳出予算説明資料 、横長のも」

のでございますが、福祉保健部の赤いインデッ

クスのところ、ページでいいますと７ページを

お開きください。補正額欄の上から２番目のと

ころでありますが、福祉保健部では、今回、一
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般会計で４億1,106万8,000円の増額補正をお願

いしております。補正の主な内容は、台風第13

号災害に伴う被災者の応急的救助や、負傷者あ

るいは住宅・家財に損害を受けた被災者への貸

し付けなどの災害救助事業に要する経費、児童

福祉施設に係る災害復旧事業に要する経費の増

などであります。

再び議案書に戻っていただきまして、議案書

の議案第６号の赤いインデックスのところ ペー、

ジでいいますと17ページをお開きください。議

案第６号「宮崎県における事務処理の特例に関

する条例の一部を改正する条例」についてであ

ります。

宮崎県における事務処理の特例に関する条例

は、地方自治法の規定を根拠に、市町村に移譲

する事務を規定しているところでありますが、

本改正条例は、新たに市町村に移譲する事務の

追加等を行うための条例の改正であります。市

町村への権限移譲は、県の権限移譲推進方針に

基づき、今年度から平成21年度までを推進期間

として進められているところで、それぞれの移

譲対象事務について市町村の意向等を踏まえて

決定しているところであります。今回、福祉保

健部関係は、31ページの別表8 2の民生委員法関-

連の事務から、32ページの別表18 3の母子保健-

法関連の事務までとなっており、それぞれ表の

下段の枠内に表記しております市町村に対して

新たに事務の移譲を行うものであります。

続きまして、お手元の「平成18年11月定例県

議会提出報告書」をごらんください。表紙をめ

くっていただきますと、１ページに報告案件が

ございますが、福祉保健部関係は、上から３件

目の県立児童福祉施設の管理運営瑕疵による事

故、その１つ下の県有車両による交通事故、そ

れから４ページをお開きいただきまして、表の

一番下の県有車両による交通事故に伴う損害賠

償の案件であります。

以上、今回提案をいたしております議案等の

概要を御説明申し上げましたが、詳細につきま

、 、しては それぞれ担当課長に説明させますので

よろしく御審議いただきますようお願い申し上

げます。

続きまして、若干お時間をいただきまして、

。２件ほど報告をさせていただきたいと存じます

生活福祉常任委員会資料の11ページをお開き

ください。初めに、療養病床の再編成について

であります。ことし６月、健康保険法等が改正

され、現役世代と高齢世代の負担の公平化や、

増大する医療費の伸びの抑制等目的に、医療制

度改革が進められております。この改革におき

ましては、医療費適正化の方策の一つとして、

平均在院日数の短縮の目標が掲げられ、国の方

針として、高齢者等が長期療養を行う療養病床

約38万床を平成23年度末までに約15万床に縮減

するという、療養病床の再編成が打ち出されて

おります。県といたしましては、こうした国の

方針を受け、来年秋までに、療養病床の再編成

に伴う入院患者の受け皿づくりのため、地域ケ

ア整備構想を策定することとし、現在、所要の

作業を進めているところであります。詳細につ

きましては、後ほど担当課長が説明をいたしま

す。

次に、13ページをお開きください。みんなで

子育て応援運動についてであります。この運動

は、昨年３月に策定した次世代育成支援宮崎県

行動計画を効果的に推進するため、広く民間団

体等の委員から構成する宮崎県次世代育成支援

対策推進協議会と連携しつつ、企業や事業所、

同業組合、商店街、団体等の協力を得ながら、

行政だけでなく、社会全体で子育て家庭を支援
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する機運づくりの一つとして取り組んでいるも

のであります。詳細につきましては、後ほど少

子化対策監が説明いたします。

私の方からは以上でございます。よろしくお

願いいたします。

福祉保健課関係分につ○内枦保福祉保健課長

きまして御説明申し上げます。

福祉保健課関係といたしましては、議案第１

号「平成18年度宮崎県一般会計補正予算（第２

号 、それから、議案第６号「宮崎県における）」

事務処理の特例に関する条例の一部を改正する

条例」及び県議会提出報告書「損害賠償額を定

めたことについて」の３件でございます。

まず、議案第１号「平成18年度宮崎県一般会

計補正予算（第２号 」であります。お手元の冊）

子「平成18年度11月補正歳出予算説明資料」の

青いインデックスで福祉保健課のところ、ペー

ジでいいますと９ページをお開きください。左

、の方の補正額欄のところでございますけれども

一般会計で４億263万5,000円の増額補正をお願

。 、 、いしております この結果 補正後の予算額は

右から３つ目の欄になりますけれども、119

億7,202万8,000円となります。

補正の内容につきまして御説明いたします。

11ページをお開きください。まず （事項）社、

会福祉事業指導費の社会福祉施設対策事業、社

会福祉施設職員等退職手当共済事業給付費補助

金の6,388万3,000円の増額補正でございます。

民間社会福祉施設職員の退職手当金につきまし

ては、社会福祉施設職員退職手当共済法に基づ

き、国、都道府県及び事業主が独立行政法人福

、祉医療機構にそれぞれ３分の１の費用を拠出し

そこから支払われる仕組みになっております。

今回の補正は、県の拠出額の算定基礎となって

おります対象職員数及び基準単価が確定をいた

しましたことからお願いをするものでございま

して、本年度は全国的に退職者数の大幅な増加

が見込まれることから、増額補正となっており

ます。

次に、その下の（事項）災害救助事業費３

億3,875万2,000円の増額補正でありますが、本

年７月の豪雨災害及び９月の台風第13号災害に

よりまして、えびの市と延岡市に災害救助法を

適用したところであります。この適用に伴う補

正でございます。

説明欄の方をごらんください。まず、１、災

害救助法に伴う救助費２億4,725万2,000円であ

。 、ります これは住宅の応急修理に要する経費や

障害物の除去、避難所での炊き出しなど応急救

助に要する経費でございます。

次の２、災害援護資金貸付金の8,400万円であ

りますけれども、これは、災害により負傷また

は住居等に一定以上の被害を受けられた方に市

町村が災害援護資金を貸し付ける際に、その貸

付原資を国と県で負担をするものであります。

最後の３、災害弔慰金750万円でありますが、

これは、市町村が災害により死亡した遺族に対

し、災害弔慰金を支給する際に、その４分の３

を国、県が負担をするものであります。竜巻被

害により延岡市で不幸にも３名の方が亡くなら

れましたが、その遺族に対して支給をされるも

のであります。

補正予算につきましては以上でございます。

次に、議案第６号「宮崎県における事務処理

の特例に関する条例の一部を改正する条例」に

ついてでありますが、説明につきましては、常

任委員会資料で御説明させていただきます。

。常任委員会資料の１ページをお開きください

１ページの１の改正の理由及び２の改正の概要

にありますように、民生委員法に基づく民生委
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員協議会を組織する区域の設定に関する事務に

つきまして、その取り扱いを希望する都城市に

権限を移譲するため条例を改正するものであり

ます。これにより、民生委員活動を地域の実情

に応じたより効果的なものにすることができる

ものと考えております。施行期日につきまして

は、３にありますように、平成19年４月１日を

予定をしております。

次に、県議会提出報告書についてでございま

す 「平成18年11月定例県議会提出報告書」の３。

ページをお開きください 「損害賠償額を定めた。

こと」についてでございます。３ページの上か

ら４段目の県有車両による交通事故に係るもの

でございます。事案の発生日は平成18年７月28

日で、事案発生場所は児湯郡都農町大字川北の

町道荒崎線上でありまして、高鍋保健所の廃棄

物監視員が、道路を間違えたので、公用車をＵ

ターンをする際に、後方に相手方の車両がある

のに気づかないままバックをいたしまして追突

をしたものでございます。相手方でございます

が、児湯郡都農町大字川北3641番地の１、長友

弘で、損害賠償額は物損の７万5,915円でござい

ます。専決年月日は平成18年10月25日となって

おります。

福祉保健課は以上でございます。

高齢者対策課からは、○畝原高齢者対策課長

その他の報告事項としまして、療養病床の再編

成について御説明いたします。

生活福祉常任委員会資料の11ページをお願い

いたします。まず、療養病床といいますのは、

主として長期にわたり療養を必要する患者を入

院させるための病床で、医療保険が適用される

医療療養病床と介護保険が適用される介護療養

病床の２つがあります。医療療養病床は、表に

ありますように全国に25万床、本県には約2,900

床 介護療養床は全国に13万床 本県には約2,100、 、

床となっております。国は、医療費の伸びを中

長期的に抑制し、経済・財政と均衡のとれたも

のにするために、平均在院日数の短縮を医療費

適正化の大きな柱の一つにしております。この

ため、療養病床につきましては、平成23年度末

までに、医療の必要度が高い患者を受け入れる

、医療療養病床の15万床のみに再編するとともに

医療の必要度が低い介護療養病床は廃止し、介

護保険適用の老人保健施設等に転換することと

しております。

、 、このような国の方針によりますと 本県では

平成23年度末までに約2,900床ある医療療養病床

を縮減するとともに、現在2,100床ある介護療養

病床を廃止することになり、現在、療養病床に

入院されている方々の退院後の受け皿の確保が

大変重要になってきております。このため、現

在、療養病床を有します県内すべての医療機関

を対象に、市町村による個別のヒアリング結果

等をもとにしまして、療養病床の実態把握に努

めているところであります。また、国におきま

しては、来年３月に療養病床の転換に係る地域

ケア整備指針を策定することとしております。

これを受けまして、各県とも来年の秋ごろまで

に、受け皿を計画的に整備していくための構想

である地域ケア整備構想を策定することになっ

ております。この整備構想は、一番下にありま

すが、次期計画である第四期介護保険事業計画

あるいは第５次保健医療計画に反映していくこ

とになります。なお、受け皿としましては、老

人保健施設などの介護施設での受け入れや、在

宅での療養が想定されていますが、施設の増加

は介護保険財政への影響が大きく、ひいては介

護保険料の引き上げにもつながることから、慎

重に対応してまいりたいと考えております。現
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在、幾つかの医療機関から相談を受けていると

ころですけれども、療養病床の再編成は平成23

年度末までに行うこととされておりますので、

当面は、入院患者の処遇に十分配慮して、患者

や家族が混乱や不安を抱くことのないように丁

寧な対応をするように医療機関等にお願いして

。 、いるところでございます いずれにしましても

地域の実情や地元市町村の意向を十分踏まえ、

対応してまいりたいと考えております。

高齢者対策課の説明は以上であります。

続きまして、児童家庭課○松田児童家庭課長

分を御説明申し上げます。

児童家庭課分といたしましては、議案第１号

「 （ ）」平成18年度宮崎県一般会計補正予算 第２号

及び報告事項「損害賠償額を定めたこと」につ

いての２件であります。

それでは、お手元の冊子「平成18年度11月補

正歳出予算説明資料」の青いインデックス、児

、 。童家庭課のところ 13ページをお開きください

児童家庭課といたしましては、左から２番目の

補正額でありますが、一般会計で533万3,000円

の増額補正をお願いしております。この結果、

補正後の予算総額は、右から３つ目の欄になり

、 、ますが 一般会計が99億9,683万5,000円となり

特別会計を含めました補正後の予算額は、その

上の欄になりますが、104億7,916万8,000円であ

ります。

ページをめくっていただきまして、15ページ

をお開きください （事項）児童福祉施設整備補。

助事業費の児童福祉施設災害復旧費533万3,000

円の増額補正でありますが、これは７月の集中

豪雨及び台風13号に伴う竜巻により被害を受け

た児童福祉施設の災害復旧費であり、対象施設

は保育所２カ所で、内容は、床上浸水及び窓ガ

ラス破損などによる園舎の補修となっておりま

す なお 予算額につきましては きのう きょ。 、 、 、

、うと国による災害査定を現在受けておりまして

。見込み額を計上をいたしたところでございます

次に、議会提出報告についてであります。別

冊の「平成18年11月定例議会提出報告書」の４

ページをお開きいただきたいと思います。県有

車両による交通事故に係る損害賠償額を定めた

ことについてであります。４ページの表の一番

下の欄でございますが、事案発生日は平成18年

２月17日、発生場所は宮崎市宮田町６番９号地

先、市道恵比須通線上であります。児童家庭課

職員の運転する公用車が、赤信号で停車をして

おりました相手方の車両に追突したものでござ

います。相手方でございますが、宮崎市大字島

之内2251番地の３ 児玉則明で 損害賠償額は130、 、

万5,347円でございます。専決年月日は平成18

年11月８日となっております。

児童家庭課は以上でございます。

障害福祉課分について御○靍田障害福祉課長

説明いたします。

障害福祉課は、議案が１件、それから報告事

項が１件の、計２件でございます。

まず、議案第６号「宮崎県における事務処理

の特例に関する条例の一部を改正する条例」に

ついてでございます。説明は常任委員会資料で

行いたいと存じます。常任委員会資料の３ペー

ジをお開き願いたいと思います。

そこにございますように、１の改正理由にあ

りますが 障害者自立支援法 これに基づくサー、 、

ビス事業者等の指定事務、こういうものを宮崎

市に移譲するための条例改正でございます。

２の改正概要にございますように、具体的に

は、サービス事業者の指定事務あるいは指定変

更事務、さらには（３）にございますように事

業者に対する立入調査事務、こういうものを宮
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崎市に移譲するものでございまして、３にござ

いますように、施行期日は平成19年４月１日を

予定しております。

次に、５ページをお願いしたいと思います。

これにつきましても特例関係の内容でございま

すけれども、宮崎県心身障害者扶養共済制度に

関する事務についてでございます。１の改正理

由のとおり、扶養共済制度の規定に基づく加入

申し込みなどの事務を、宮崎市、都城市、延岡

市、この３市に移譲するものでございます。御

案内のとおり、この扶養共済制度につきまして

は、障がい者を扶養している保護者が毎月一定

の掛金を納め、保護者に万一のことがあった場

合に、障がい者に年金を支給する制度でござい

ます。保護者などへの周知徹底、さらには利便

性を図る観点から、先ほどの３市に事務を移譲

するものでございます。施行期日は、先ほどと

、 。同じく 平成19年４月１日を予定しております

続きまして、報告事項にまいりたいと思いま

す。お手元の「平成18年11月定例県議会提出報

」、 。告書 こちらの方をごらん願いたいと思います

先ほどの児童家庭課の前のページになりますけ

れども、３ページをお願いしたいと思います。

同じく「損害賠償額を定めたことについて」で

ございます。上から３段目をごらんください。

そこにございますように、県立こども療育セン

ターの事故に伴う専決処分についてでございま

す。この事故は、児童が入浴の際に車いすから

移動中転びまして右腕を骨折したものであり、

損害賠償額はそこにございますように17万3,460

円で、去る10月25日に専決したものでございま

す。なお、本件につきましては、相手方と和解

いたしております。

障害福祉課分については以上でございます。

衛生管理課分を説明いた○川畑衛生管理課長

します。

衛生管理課関係分といたしましては、議案第

１号「平成18年度宮崎県一般会計補正予算（第

２号 、それから、議案第６号「宮崎県におけ）」

る事務処理の特例に関する条例の一部を改正す

る条例」の２件であります。

まず、議案第１号「平成18年度宮崎県一般会

計補正予算（第２号 」でございます。お手元の）

「平成18年度11月補正歳出予算説明資料」の青

いインデックス、衛生管理課のところ、ページ

でいいますと17ページをお開きください。衛生

管理課といたしましては、左から３つ目の欄で

ありますが、補正額欄にありますように、310万

。 、円の増額補正をお願いしております この結果

補正後の予算額は、右から３つ目の欄でありま

すが、15億8,508万4,000円となっております。

19ページをお開きください。上から５段目に

なりますが （事項）食品衛生監視費310万円の、

増額補正となっております。これは説明の欄の

１の残留農薬抗生物質等検査でございますが、

国からの委託事業、平成18年度食品残留農薬一

日摂取量実態調査事業を執行するための増額補

正であります なお 財源は国庫補助の10分の10。 、

となっております。

次に、議案第６号「宮崎県における事務処理

の特例に関する条例の一部を改正する条例」で

ございます。お手元の常任委員会資料の７ペー

ジをお開きください。

まず、１の改正の理由でございますが、貯水

槽水道の維持管理指導をより円滑に推進し、衛

生的で安全な飲料水を確保するため、水道法に

関する指導監督等の権限を市町村に移譲するも

のであります。若干補足説明いたしますが、貯

水槽水道とは、水道事業者から供給を受けた水

道水が一たんタンクにためられまして使用され
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るものでありますが、水質の管理に関する責任

が水道事業者から使用者側に移ることになりま

す。このため、貯水槽内の水質を維持するには

改めて適正な管理が必要となり、この指導権限

が、10トンを超える貯水槽は県に、10トン以下

は市町村にと分かれております。なお、貯水槽

を必要とするビル等の建築における水道のつな

ぎ込みにつきましては、水道事業者である市町

村が管理しておりますので、県の権限を移譲す

ることですべての貯水槽水道に関する指導をよ

り円滑に推進できるものと考えております。

次に、２の改正の概要でございますが、今回

の改正により移譲する権限は、水道法に基づく

簡易専用水道に係る指導監督等の事務でありま

すが、①の必要な措置の指示、②の給水停止命

令、③報告の徴収及び立入検査に関する３点で

あります。

３の施行期日は、平成19年４月１日としてお

ります。

なお、下の別表にありますとおり、平成18年

度は、都城市、延岡市、野尻町の御了解をいた

だいたところでありますが、今後とも他の市町

村の御理解をいただき、移譲を進めてまいりた

いと考えております。

衛生管理課分は以上でございます。

健康増進課関係の御説明○相馬健康増進課長

をいたします。

健康増進課は、議案第６号「宮崎県における

事務処理の特例に関する条例の一部を改正する

条例」の１件でございます。

説明につきましては、常任委員会資料に基づ

いて説明させていただきます。常任委員会資料

の９ページをお開きください。改正の概要でご

ざいますけれども、母子保健法第18条に規定さ

れております体重が2,500グラム未満の乳児の届

け出の受理を、都城市を初め12市町村に移譲す

るものであります。施行期日は平成19年４月１

日を予定しております。

健康増進課は以上でございます。

報告事項、みんなで子育○髙橋少子化対策監

て応援運動について御説明いたします。

。常任委員会資料の13ページをお開きください

まず、１の趣旨についてであります。次世代

育成支援対策について、県では行動計画に基づ

き各種施策を総合的に実施しておりますが、効

果的な推進を図るためには県民全体で取り組む

ことが重要でありますので、宮崎県次世代育成

支援対策推進協議会と連携しながら、企業や事

業所等に呼びかけ、社会全体で子育て家庭を応

。援する機運づくりに取り組むものでございます

次に、２の運動の内容についてであります。

３つありまして、まず （１）の子育て応援宣言、

については、企業や事業所等に地域の子育て支

援活動への積極的な参加や協力を宣言してもら

い、子育てしやすい環境づくりに取り組んでい

ただくものであります （２）の仕事と家庭の両。

立応援宣言については、企業や事業所等で従業

員の仕事と家庭の両立を応援する働きやすい職

場づくりを宣言してもらい、取り組んでいただ

くものです （３）の子育て応援サービスについ。

ては、企業や店舗等に子育て中の家庭を対象に

割引や特典のほか、子供連れに優しい心遣いな

どのサービス提供に取り組んでいただくもので

あります。

イメージ図を示しておりますが、事務局とし

ては、企業・店舗等に対する募集、並びに子育

て家庭に対する情報提供を行っておりまして、

登録された企業名や取り組み内容は県庁ホーム

ページに掲載し、紹介しているところでござい

ます。
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、 。次に ３のスケジュールについてであります

募集をことし８月から、また、応援宣言の公表

やサービスの提供を10月から開始しておりまし

て、運動の実施期間については、行動計画の計

画期間であります平成26年度までを考えており

ます。

次に、14ページをお開きください。４の応募

の状況についてでありますが、12月１日現在、

（１）の子育て応援宣言は55件 （２）の仕事と、

家庭の両立応援宣言は25件 （３）の子育て応援、

サービスについては470件の登録がございまし

て、このうち （２）の仕事と家庭の両立応援宣、

言については、商工観光労働部の労働政策課が

事務局となって推進しており、連携して取り組

んでおります。また、具体例をそれぞれ示して

おりますが （３）の子育て応援サービスでは、、

この運動への参加をきっかけに、宮崎銀行など

複数の金融機関が子育て家庭への金利優遇商品

。を出すというような動きがあらわれております

、 。最後に ５の今後の展開についてであります

今後は、ＮＰＯ等との連携を図りながら商店街

等への働きかけを強め、運動のさらなる拡大を

図っていくことにしております。

以上でございます。

以上で執行部の説明が終了しま○中野委員長

したが、まず、議案及び報告事項について質疑

はありませんか。

報告の中の４ページに、県有車両○内村委員

による交通事故130万というのがあるんですが、

赤信号停車に追突したその損害ということです

けれども、この被害に遭われた方の病状、どれ

ぐらいのけがだったかをちょっと教えていただ

けませんか。

左のひじの骨折でござい○松田児童家庭課長

ます。４カ月以上の通院を要しまして少し長引

いておりました。以上でございます。

その後の経過は、治療というかそ○内村委員

れは全部済んでのこの補償ということでしょう

か。

。○松田児童家庭課長 そのとおりでございます

ほかにありませんか。○中野委員長

今の、事故を起こした職員の人、○井上委員

その前の方にあります、道路を間違えて、後ろ

の方に車がいるのを知らないでバックしたとい

う職員、これは、ちなみに職員に対するペナル

ティーみたいなのというのが現実にはあるわけ

ですか。

いわゆる懲戒処分という○松田児童家庭課長

ようなことはありませんでした。

一般論になりますけれ○内枦保福祉保健課長

ども、本人の過失の度合いとかそういうものに

よって、場合によっては注意をしたり、もっと

厳しい処分があるということもあり得るとは思

いますけど、今回の事例はそういうものになっ

ておりません。

赤信号でとまっていらっしゃるの○井上委員

に後ろから追突しても別に何も問題はなかった

わけですか。私もわからないから聞いているだ

けですけど。

正職員ではございません○松田児童家庭課長

でしたので、そこもありますけど、非常勤職員

でありましたけれども、当初、警察の調書なん

かでも、そんなに長引くほどの人身事故とは思

えませんでしたので、後で骨折が発見されまし

て、結果的に長引いて治療費がたくさんかかっ

たような状況で、当初はそう私どもも重大なと

いう、もちろん追突でございますので、100％こ

ちらの方が悪いわけですけれども、こんなに長

引くとは予想はしておりませんでした。

今、酒気帯びも含めてそうですけ○井上委員
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ど、公用車の運転に関していろいろ問題もある

ので、ぜひ各課としても注意を促していただく

ように要望しておきたいと思います。

それから、もう一つ、補正で上がっている衛

生管理課の国から委託された一日摂取量調査と

いうのは、これはどういう調査なんですか。

国でことしの５月29日に○川畑衛生管理課長

ポジティブリスト制度が導入されましたけれど

も、一応暫定の基準値が定められております。

今回、799という非常に多くの農薬等があるわけ

ですが、それを５年ごとに見直していくという

ことでございます。それで、すべて一遍にはで

きませんので 優先順位を決めまして マーケッ、 、

。トバスケット調査ということで調査いたします

これは、国民が日常の食生活の中で農薬をどの

程度摂取しているかというのを把握するための

調査でございます。国民の栄養調査をもとにい

たしまして、日本人の平均的な献立、これを作

成しまして、実際にスーパー等に行きましてそ

ういった食材を買いまして、実際は衛生環境研

究所の方でこれを調理しまして、この献立ごと

に残留農薬の分析を行っているということでご

ざいます。

以前一回もこれは調査されたこと○井上委員

のないものなんでしょうか、それとも前のデー

タがあってそれと比較できるような状況になっ

ているんでしょうか。

この調査は、残留物質関○川畑衛生管理課長

係は12年度以来検査しておりまして、15年度１

、 、回やっておりませんけれども ことしで３年目

この一日の摂取量というのはやっています。で

すから 今回60種類の農薬ということで 今回60、 、

種類をしますとまた別な農薬を実施するという

ことでございます。昨年も約60種類を検査して

おりますけれども、ことしは全く違う農薬を検

査するということでございます。

ということは、宮崎の県民におい○井上委員

てということですけど、そのデータというのは

ずっと残っているというふうに理解してよろし

いんですよね。

、○川畑衛生管理課長 この結果につきましては

当然国の方に報告しまして、17年度につきまし

ては、食品を14種類に分けます。穀類でありま

すとか、牛乳・バターとか、そういった14種類

に分けまして、それぞれを日常的に食べる分と

。 、 、しまして検査いたします 昨年は 食品の７群

７番目の群に整理されております調理品、トマ

トでありますとか、ニンジン、ホウレンソウ、

ピーマン、カボチャ、こういった分でございま

すが シメコナゾールという殺菌剤 これが0.27、 、

ｐｐｍ検出されたということで報告をしており

ます。これにつきましては、ポジティブリスト

制度が導入される前は全く規制されていない農

薬でございます。したがいまして、今回、それ

ぞれの野菜によって違いますけれども、0.2か

ら0.5ｐｐｍの暫定基準が定められております。

大体この310万ぐらいでずっと調査○井上委員

できるぐらいのものなのですか。

この検査にはいろんな器○川畑衛生管理課長

具類とか試薬とかすべて要りますけれども、衛

生環境研究所の方で今回必要としますのは、破

砕をする機械、これが60万程度ございますけれ

ども、あと、新しい農薬というものの標準品が

そろっておりませんので、これを新たに買うと

いうことで、これがかなりの金額を占めていま

す。それから、会議がありますとか、いろいろ

な需用費関係で310万ということで一応できま

す。

それだったら、宮崎が独自に続け○井上委員

てこの調査を同じようにやろうとしたら、310万
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ほどは要らないというぐらいの金額でできると

いうことですか。

もちろん機械類につきま○川畑衛生管理課長

しては、ＬＣ／ＭＳとかＧＣ／ＭＳとか、今回

入れます三千数百万のＬＣ／ＭＳ／ＭＳとかい

ろんな機械があるんですが、今回の検査方法は

国から指定されまして、ＧＣ／ＭＳで検査しな

さいということで来ております。したがいまし

て、このＧＣ／ＭＳというのは、従来から衛生

環境研究所が持っておりますので、これを新た

に買うということになりますと莫大な金額が要

りますが、こういった機械を利用されると。必

要なのは、今ストックしていない新たな農薬、

そういった標準品を買う。そういった金が必要

であるということでございます。

次は、障害福祉課にちょっとお尋○井上委員

ねしたいんですけど、議案第６号に関して、指

定障害者福祉サービス事業者の指定を宮崎市に

権限移譲するということなんですが、宮崎市に

おいては、指定業者というのが必要性というの

も高いと思うんですね。それで、宮崎市はそれ

はできるというふうに理解してもいいんだとは

思うんですけれども、事業者を指定していく場

合の県との関係といいますか、そのことについ

ての県との意見調整みたいなのというのは、そ

ういう場はあるものなんでしょうか。

今お尋ねの件でございま○靍田障害福祉課長

すけれども、支援費の段階までにつきましては

中核市である宮崎市さんが事業者を指定してお

りました。障害者自立支援法が成立しまして、

ここに伴う事業者指定ということで現在は県が

行っております。県が行って、６年後にもう一

度事業者の再指定等が始まってきますので、19

年４月１日に指定を宮崎市の方に移譲しますの

で、この辺につきましては連携はうまくとって

やりたいというふうに思っているところでござ

。 、います ９月までは中核市がやっていた部分を

新たな自立支援法のスタートに伴って、県、こ

れが今、事業者を指定をどんどんやっていると

ころです。この部分につきましては、宮崎市も

従来９月までやっておったので、新年度ぜひ宮

崎市の方に欲しいと、そういう要望等がござい

ましたので、今、井上委員のお話にありました

ように、十分中核市さんとは協議を重ねた上で

権限移譲というふうになったところでございま

す。以上でございます。

次、もう一つ、健康増進課にお聞○井上委員

きしたいんですけど、今回移譲される事務は、

移譲する市町村というのがこれだけ名前が挙

がっていますけれども、体重2,500グラム未満の

乳児の届け出の受理をしたら何か……、できな

いような市町村というのはあるんですか、市町

村は一斉に受けられないのには何か理由がある

んですか。

これは保護者が従来は保○相馬健康増進課長

。健所の方に低体重児出生届をしていたものです

それを直接市町村に届け出することによって、

市町村も低体重出生児の把握をしやすくなりま

、してサービスを提供しやすくなるということで

私どもとしましては、全市町村に対しまして受

けませんかということでアンケートさせていた

だいたところです。ただ、従来でも保健所から

市町村に対して情報提供が行っておりましたの

で、そういう面で、改めて自分ところで受けな

くてもそんなに支障がないというような市町村

もございまして、希望する市町村がこの12カ所

になったところでございます。

ほかにありませんか。議案、報○中野委員長

告事項でありませんか。

議案の方では関連するかもしれま○太田委員
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せんが、第６号関係で、今の井上委員の質問で

もわかりましたが、午前中の委員会の中でも、

市町村、身近なところで受け付けてあげてそれ

をサービスとしてどんどん返すわけですから、

移譲というのはいいことだろうと思います。そ

れぞれ３課か４課ほど移譲するということで説

明がありましたが、事務をとったところに対す

る交付金ですね、これは、仕事だけふえて余り

お金がおりてこないような状況であれば受けづ

、らいところもあるんじゃないかなと思いまして

例えば、福祉保健課の民生委員法による事務を

おろしたところ、都城市だけが受け取ったとい

うことでありますが、本来ならば市ぐらいは全

部手を挙げてやりますよと言ってもいいだろう

とは思うんですが、ここが都城市だけになった

理由というのはどんなものなんでしょうかね。

権限移譲自体は、全体○内枦保福祉保健課長

的なメニューを、行政経営課という課が県は全

体の窓口なんですけれども、の方で市町村にお

示しをして、それに対して要望、希望があった

ところに対してそれぞれの担当課の方で後から

具体的には詰めるというふうにしていますもの

ですから、都城市以外のところがなぜなかった

か、メリットがないというふうな見方をしてい

るのか、そういう予定も何もないということな

のか、ちょっとわからないんですけど、都城市

につきましては、具体的にこの事務を自分とこ

ろですぐ行使する予定があるわけではどうもな

いみたいで、全体を見ますと、結構都城市さん

は権限移譲を受けていらっしゃるので、市の基

本的な姿勢として受け入れられるものは受け入

れるというお考えがあるのかなと思います。そ

れと、事務を処理をした場合は、一定の計算の

式に基づいて必要な経費を交付金で交付するよ

うになっているというふうに聞いております。

そういうふうな一定の算定方式で○太田委員

交付金をおろすということでありますが、私も

、 、以前こういった話を受けたときに 市町村では

仕事ばかりもらってねという多少の不信感があ

るんですよね。だから、そういったのをぬぐい

去ってやっていかないと、なかなか市町村も事

務がいただけないというか、踏ん切れないとい

うようなこともあるかもしれません。それとも

う一つは、首長あたりが多少強権的にといいま

すか、イニシアチブをとって、やるぞと言って

いく、それがいいことかもしれないし、また、

現場にとっては、それはまだ条件そろっていま

、せんよという問題もあるかもしれんもんだから

そこ辺はひとつそれなりの十分な理解等をさせ

てもらいたいなと思います。そして、お金の面

でも、一つの算定基礎があるというふうに伺っ

ておりますが、その辺も十分市町村が受けやす

い金額にしておかないと、市町村もなかなかつ

らい業務がだんだんふえておりますので、つら

いところがあるんではないかなというところは

配慮していただきたいと思います。それはこの

６号関係で移譲されているところのすべての課

に要望として上げておきたいと思います。

それから、衛生管理課の方に６号関係で聞き

ますが、貯水槽の10トンを超える分はこれまで

県だったということでありますが、10トンを超

えるものが今まで県だった意味というのは何な

んでしょうか。県がこれまで持っていたという

のは。それを今度市町村にこういう形で権限移

譲でおろすわけですよね。

水道法で、水道事業者か○川畑衛生管理課長

ら水を引き込んでタンクに入れる、それが10ト

ン以上のものについて水道法の適用を受けると

いう形で そこに線引きがされておりまして 10、 、

トン以下の分については法的には何もないとい
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うことでございます。

10トンというのが、なぜ10トンで○太田委員

当時決められたのかなと。今は科学技術の進歩

で市町村も十分そういうチェックはできるんで

すよとか何とかあるのか。昔はその辺が市町村

では難しいだろうというようなことでもあった

のかなと思って聞いたわけですけど、何らかの

理由があったんでしょうね。なければいいです

けど。

障害福祉課の方にもう一回聞きたいと思いま

す。６号関係で、指定障害福祉サービス事業者

に対する勧告、取り消し、効力の停止等に関す

る事務も市町村におろすということですが、気

になるのは、そういった事業所が水増し請求し

たりとか、ああいうのがどうしてもついて回っ

たりするんですよね。だから、地元の市町村が

きちっとチェックをかけられることの方が望ま

しいということかもしれません。ただ、そこま

で市町村がやり切れるかどうかという問題もあ

るもんだから、やり切れたら本当にすばらしい

というか、いい意味での税金の節約にもなるわ

けで また不正防止にもなるわけですから せっ、 、

かく事務移譲するわけですから、きちっとこの

辺の権能を有効に活用していただきたいという

思いなんですが、その辺はどうでしょうか。

今、太田委員御指摘のと○靍田障害福祉課長

おり、市町村に事務が移譲されていくんですけ

れども、この障害者自立支援法の県の役割とい

う部分が、市町村に対するバックアップ、指導

助言、援助ということも強く求められておりま

す。ですから、この部分につきましては、先ほ

ど井上委員がおっしゃったように、中核市さん

とは十分詰めておろしていきますので、今後を

含めたそういう部分につきまして、取り消し、

そういう行政処分に伴う部分につきましては、

事務を執行する市町村とは十分詰めて行ってい

きたいというふうに思っているところでござい

ます。以上でございます。

都城市だけですね、今のところ。○太田委員

ほかの市の状況はどうなんでしょうか。

自立支援法絡みは、宮崎○靍田障害福祉課長

市、中核市だけでございます。それから、今お

尋ねの心身障害者扶養共済制度、これにつきま

しては、31市町村アンケートとった結果、宮崎

市、都城市、延岡市、この３市がやりたいとい

う御希望がありますので、この分はこの内容で

おろしていきたいと思っております。

確認します。指定障害福祉サービ○太田委員

スの事業の事務移譲は、中核市のみしか移譲で

きないという意味なんですか。

移譲はできるんですけれ○靍田障害福祉課長

ども、31市町村にアンケートをとった結果、中

核市さんだけが御希望があった。また、内容か

ら見ると、行政処分等も絡みますので、なかな

か小さなところにおいては、児童の福祉から、

障がい者から、高齢者から、一手になっていく

という状況等もございますので、この分につい

てはこれまで経験があった中核市さんのみが名

乗りを上げているところでございます。以上で

ございます。

ほかにありませんか。○中野委員長

先ほどの食品衛生の一日の摂取量○内村委員

の実態調査をするというこの件なんですが、残

留農薬の調査する項目ですけれども、販売元に

行ってされるのか、それとも製造元を主にされ

るのか、ちょっとお尋ねしたいんですが。

これは先ほどちょっと説○川畑衛生管理課長

明いたしましたけれども、食品を14グループに

分けまして、まず、１グループというのはどう

いうものかといいますと、玄米であるとか、も
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ちとか、そういった穀類でございます。それか

ら、２グループとしましては、てんぷら粉とか

パン類、食パンとか、うどんとか、スパゲッテ

ィ、ジャガイモ、そういったもの。それから、

３番目が上白糖、カステラとか、ケーキとか、

キャラメル。４番目がバターとかマーガリン、

５が大豆、豆腐、油類、こういった形で14のグ

ループに分かれております。したがいまして、

そういった原料を市場とかスーパーに行って買

い上げて それをそのまま砕いて検査するんじゃ、

なくて、通常我々が食べる調理をしまして、そ

の調理したやつを再砕して その中に農薬が入っ、

ているかどうかということでございます。

原料を購入して調理されるという○内村委員

ことで、現在売られている弁当とかそういうの

については全然されないんでしょうか。

一応やり方が今説明した○川畑衛生管理課長

形で、そういった食品群から選んで170種類の食

、 、品を買ってきて 日常国民が食べるような料理

調理をして、そして、その中から国が指定しま

した、私たちの方は61種類なんですが、それの

農薬がどのくらい入っているかどうかを調べな

さいと。今回17の機関が参加しております。私

たちの分は、宮崎県で170種類の食品を選んで通

常の調理をして、調理したものをそれぞれ61種

類の農薬がどのくらい入っているかというのを

検査して報告するということでございます。

、○内村委員 実は今ほとんど外食といいますか

弁当を買って食べる人が多いんですが、その中

の野菜が、つくられる段階で、調理される段階

で薬につけてあるんです。例えばブロッコリー

とかレタスとか、弁当としてつくるときに既に

薬につけてからパックにして弁当として出され

るということで、実際調理する人たちが、絶対

買って食べないと公言していらっしゃるんです

よ。だから、お弁当に入っているレタスを食べ

るときは、水の中に30分ぐらいつけてから食べ

ないとだめよというのを言いながらつくってい

らっしゃるのが現実なんですが、だから、そう

いうところで、たまにはこういう販売されてい

るものを、調理されたものを買って、その残留

農薬を調べていただきたいなと思って。今、弁

当に頼る人が、コンビニとか多いんですが、そ

このところをやっていただけるとありがたいな

と思うんです。

今、委員のおっしゃいま○川畑衛生管理課長

した、それはどういう薬に入れているかわかり

ませんが、普通、多分、殺菌用の次亜塩素酸ナ

トリウムとかそういった消毒する殺菌のところ

に入れているんじゃないかなという気はします

けれども、そこでそういった農薬なんかを使う

ということは考えられませんので、今ノロウイ

、ルスとかいろんなのがはやっていますけれども

そういった食中毒を防止する上での殺菌、何ら

かの殺菌剤を使われているかなと思います。一

、 、応お聞きしましたので そういった形での検査

そういったのも今後検討してみたいと思ってお

ります。

ほかにありませんか。議案及び○中野委員長

報告事項でありませんか。

ないようですので、その他の報告事項であり

ませんか。

それでは、大変これから問題にな○井上委員

ります療養病床の再編成について若干お聞かせ

いただきたいというふうに思います。

再編成のあり方というのは国が決めているの

で、あとは県が本当にこれに対応できるのかど

うかというのが課題だと思うんですけれども、

実際、宮崎県内で不足する、15万床になった場

合、あふれるというふうに想定しているのはど
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のくらいだというふうに想定していらっしゃる

んでしょうか。

国は今のところ38万床○畝原高齢者対策課長

を15万床にするということです。単純にこの率

を掛けますと、今5,000床ありますが、2,000床

ぐらいになるということで、3,000床ぐらいが、

率を掛ければですけれども、減るということに

なっています。ただ、国はこういう15万床とい

う方針を出していますが、今、実は全国的に実

態調査をしていまして、果たしてこれで可能か

ということで、国の言い方としましては、一応

。の目安だというような言い方を今しております

私なんかが単純に計算しても、２○井上委員

万3,000床は不足するという形になるわけです

ね。その方たちをどこかに移動させないといけ

ないということと、もう一つは、ふえることを

想定しないといけないので、それではおさまら

ないと、年々ふえていく可能性高いと。高齢化

率は上がっていくわけですから、そこは非常に

。高くなっていくだろうというふうに思うんです

だから、シフトとしては在宅介護の方向を模索

せざるを得なくなるわけですね。今の生活スタ

イルの中から急に在宅介護をと言われたときに

対応できるかと言われると、なかなか難しい面

があると思うんですけれども、このあたりにつ

いては担当課としてはどんなふうに考えてい

らっしゃいますか。

御指摘のように、介護○畝原高齢者対策課長

保険ができたときから、いわゆる在宅にという

ねらいがあって、数字的には在宅の方が伸びて

はきております。ただ、在宅に帰った場合に、

どうしても介護される方が高齢だと、いわゆる

老老介護というケースもございますので、なか

なか一律に在宅では難しい面もあるのかなとい

うふうには考えておりますので、施設につきま

しても、いわゆる療養病床というのはいずれも

病院なんですけれども、病院が一般病床に転換

する場合にも、できたら老健とか介護を必要と

する方々の受け皿として整備していただきたい

というのが１点ございますし、それから、在宅

に帰った場合に、拠点の診療所といいますか、

医療的なバックアップがないとなかなか難しい

ところもありますので、今、実は医師会等とも

何回か、先生方は昼が忙しいですので、夜にい

ろんな勉強会をしておりまして、これをやれば

解決ができるという妙案は出てきておりません

が、医師会の方としてもすぐに廃止をするよう

なことは今のところは考えていないということ

もございますので、この制度がスタートするの

は24年度からとなっています。あと５年間ぐら

いありますので、そこ辺十分市町村とも連携し

ながら検討していきたいというふうに考えてお

ります。

今おっしゃったように確かに５年○井上委員

なんですね。５年のスパンで言われているよう

なことが、例えば地域ケア整備構想というのが

できたとしても、それがそのようになっていけ

るのかというのは非常に難しい点があると思う

んですね。在宅に戻せば結局またマンパワーも

必要ですから、そのマンパワーが確保できるの

かという問題と、財政的バックアップはそれだ

けできるのかどうかというのが出てくると思う

んです。各市町村との在宅介護に向かっていく

ときの連携だとか、地域ケア整備構想等したと

きの市町村との兼ね合い、それはどんなふうに

今進んでいますか。

実は、今、療養病床を○畝原高齢者対策課長

持っている県内の医療機関、これは１けた台か

ら200床近いベッドを持っているところと、いろ

いろあるんですが、百数十機関あるんですけれ
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ども、すべての医療機関に、どういう方が入っ

ていらっしゃって、家族構成はどうですかと、

それで退院可能ですかということを含めてアン

ケートとっていまして、それを必ず市町村の方

に出してくださいということで、私どもに直接

来るんじゃなくて、市町村の方で、自分のとこ

ろの管内にどういう方がいらっしゃってという

ことで、アンケートをベースに市町村で今ヒア

リングをしてもらっています。当然市町村とし

ても受け皿の整備は考えていますが、片や介護

保険料との絡みが出てくるということもありま

して、先ほどからの繰り返しになりますが、市

町村としてもこうしたいという妙案はなかなか

ないんですけれども、１つには、療養病床が廃

止されるとなってもハード的になくなるわけで

はない、ベッドはそのまま残るわけでして、介

、護保険で請求されなくなるということですから

物がなくなるわけではないということもありま

すので、そこら辺も十分医師会とも連携しなが

ら、市町村と医師会と県と三者一体で協議して

いるところでございます。

すべての人がすぐ動けなくなるわ○井上委員

けではないので、ケアがうまくいくということ

がすごく大事だと思うんですね。確かに病床が

なくなるわけではないけれども、それをどんな

ふうに変換していったり、どんなふうに急激な

、変化に対応できるようにしていくかということ

これは医師会とは十分議論をしていただきたい

なというふうに思うんですね。

一方では、宮崎市内なんかもそうですけど、

有料のケアハウスみたいなのが非常に今建って

。 、 、いるわけですね それと それに近い形のもの

段階を追ってケアハウスも幾つかあるみたいな

んですけれども、宮崎の地域柄といっては変で

すけれども、そんなに沢山のお金は出せないけ

れども、ある程度の経済的負担はできるという

ようなところを含めて、いろんなことを想定し

て考えてやっていただければいいかなというふ

うに思うんですね。なかなかこれは今のところ

全体像というのが見えてこなくて、どこに問題

点というか、ひずみみたいなのがどこに完全に

行ってしまうかということについてもまだ明確

、 、ではないので いろいろ大変でしょうけれども

そういう実態把握を含めての国とのやりとりと

いうのもしっかりやっていただいて、地域には

地域の事情みたいなのもあるわけですから、そ

のあたりもしっかりやりとりをしていただける

といいかなと思います。一概に国からのものを

全部受けとめるというのではなくて、できない

ものについて反発はきちんとしておいていただ

くということはすごく大事ではないかなという

ふうに思うんですね。実態調査が進めばある程

度のことはできると思うんですけど、宮崎とし

てはこうあったときが一番ベターではないかと

いうような、ある程度の総枠みたいなのという

のは、ある程度宮崎でもここはこれぐらいだっ

たら可能かというような構想みたいなのがあっ

て、その中でそがざるを得ない、削らざるを得

ないということがどんどん出ていくと思うんで

すね。現実にできないものとかできていくと思

うので、ですから、非常にシビアな対応と、そ

れから、もう一方では、県民が大きくかかわっ

てきて意識改革もしなければいけない部分も出

てくると思うので、ある意味では一歩突き進ん

だ、突っ込んだ議論を十分に県としてはしてお

いていただきたいと思いますので、そのことに

ついては要望しておきたいというふうに思いま

す。

もう一点よろしいでしょうか。次の少子化対

策のところの、みんなで子育て応援運動という
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のを、これは私もぜひどんどん推し進めてやっ

ていただきたいというふうに思います。母親も

家庭も孤立していくということが非常に問題な

んであって、地域全体、社会全体で支援をして

いますよという温かさみたいなのが通じるとい

うことはすごく大事だと思うんですね。ここで

取り組まれている宣言の問題は、例えば声を出

しているというだけで何の効果もないというふ

うに言う方もいらっしゃるかもしれないけど、

これはすごく大きな評価ができると思うんです

よ。ですから、この運動総体の中身が物すごく

私は一つ一つを十分評価できるというふうに思

います。

ただ 問題なのは これがＰＲがきちんといっ、 、

て、そして、お母さん方のところまで気持ちが

伝わるというのがすごく大事かなと思うんです

ね。そして、この子育て応援サービスというの

、 。なんかもうれしいですよね 親にとってみれば

母親にとってみればとっても楽しいことだと思

うんですよ。ですから、こういうのがしっかり

とその人たちに、個に伝わっていくというＰＲ

をどうするかということが大事だと思うんです

けれども、そのＰＲ対策についてはどのように

されているのかについてお尋ねしておきたいと

思います。

今御指摘のように、いわ○髙橋少子化対策監

ゆる広報活動というものが大事だというふうに

考えています。ただ、今、県庁のホームページ

の中で情報提供しておりますけれども、いわゆ

るサービスの受け手であります子育て家庭の方

々が、実際そういうサービスを受けられて、あ

るいはその時点でどう感じられるかというとこ

ろが大事なわけですので、できるだけ子育て家

庭の視点でサービスが十分広がっているかどう

か、あるいは新たなサービスが必要だというよ

うな提言だとかということも含めまして、そう

いったものがどんどん広がっていくことが大事

だというふうに思っていますので、この運動に

つきましては、県内の子育て支援活動に取り組

んでいらっしゃるＮＰＯ団体だとか、そういっ

た団体の方々との情報交換の場を何度も持って

おりまして、そういう中で、できるだけ子育て

家庭の方々、実際子育て中の親御さん方に直接

広がっていくような、いわゆる口コミで広がっ

ていくという部分も大事にしているというとこ

ろがあります。ですから、県としてはいろんな

広報媒体を通して広報活動をしておりますけれ

ども、それとあわせてそういう活動も取り組ん

でいるということでございます。

できたら、この子育て応援サービ○井上委員

スなんかはマークとかああいうのをつくってい

ただいて、そして、お母さんたちの必ず出入り

する、例えば予防接種に行く場所であったりと

か、最初は産院が一番いいわけですけど、そう

いうところとか、そういう目につきやすいとこ

ろにマークを置いていただいて、このマークが

あるところは、赤ちゃんを育てている人たちは

こういうサービス受けられますよというのがわ

かるといいなと思うんですね。若葉マークは高

齢者の方というのがわかるように、何かそうい

うマークを研究していただいて、そういうのが

あったら、これは赤ちゃんマーク、だったら、

これには何割かのサービスがあったり、何か聞

いたときにいろんな答えをしていただけるとい

、うようなことをちょっと工夫していただけると

市町村とも一体とならないとなかなかできない

でしょうから、企業も一番メリットもある内容

だと思うので、ぜひこれについては努力はして

いただけないものかどうか、お聞かせいただき

たいと思います。
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この運動に参加してくだ○髙橋少子化対策監

さる企業だとか店舗だとかそういったところに

つきましては、実はこのサービスの取り組みに

ついては、本県だけでなくて九州各県、いわゆ

る北部九州５県でも取り組んでおりまして、共

通のシンボルマークというかそれをつくってお

ります。それで、本県におきましても、他県と

同じシンボルマークを使いまして、いわゆるス

テッカーとしてそれぞれの参加いただきました

企業あるいは店舗等にお配りをしております。

できるだけ店舗等で目につきやすいところにそ

れを張っていただくというようなことでお願い

をしているところです。

ぜひ地域でもっともっとマークが○井上委員

広がるように努力をしていだくようにお願いを

しておきたいと思います。地域間に格差がある

という言い方はおかしいんですけど、十分に取

り組んでいるところと、魚屋さん１店でもいい

し、トイレはうちは子供たちのおむつをかえる

ところがありますよみたいなマークでもいいで

すし、そういうふうにして広がって、地域がそ

ういうふうにして赤ちゃん育てに応援をすると

いうような感じで、ぜひそのマークが広がるよ

。 。うに御努力いただきたいと思います 以上です

ほかにありませんか。その他の○中野委員長

報告事項で何かありませんか。

〔｢なし｣と呼ぶ者あり〕

なければ、その他で何かありま○中野委員長

せんか。なければ、私から１点だけちょっとお

尋ねします。

知事の提案理由の説明の中で、さきの台風あ

るいは集中豪雨について、９月議会でいろいろ

と動きがありましたが、それに向けて、被災者

に対し何らかの支援を行う制度の創設に向け、

具体的な検討を進めると、こういう説明をされ

ました。これの具体的な取り組みをまずは教え

てください。

９月議会の決議を受け○内枦保福祉保健課長

まして、その後いろいろと検討いたしまして、

制度創設についての決議でございましたけれど

も、制度の創設をどうするかというまず基本的

なこともございますけれども、仮に制度をつく

る場合に、制度の内容として、どの程度の災害

を対象にするのかとか、支援の内容をどういう

ふうにするのかとか、所得の制限をつけるのか

とか、財源はどうするのかとか、今ある支援法

との整合性の問題等々いろいろ検討点ございま

すので、そういうもろもろの点につきまして検

討を進めてきたところでございます。そうしま

して、今回の議会の冒頭の提案理由説明のとこ

ろで、何らかの支援を行う制度の創設に向けて

具体的な検討を進めるというふうなことで御説

明をしたところでございます。

その制度の検討はいつごろまで○中野委員長

になるのかということと、説明では、来年度の

当初予算編成の中で精査したいと、こういうふ

うに説明されましたが、その辺の中は具体的に

はどうなっていくんですか。

提案理由説明にござい○内枦保福祉保健課長

ますように、具体的な内容につきましては、こ

の時点では当初予算編成の中でと申し上げてお

りました。このような事態になりましたので、

来年度の予算ではありますけれども、当初の骨

格の予算の中で難しゅうございますので、その

後の肉付け予算の中でそういう内容について精

査をした上で御説明をしていくということにな

ると思います。

いわゆる来年度以降の制度とい○中野委員長

うことになれば、また予算もそうなれば、こと

し発生したえびのでの床上浸水あるいは延岡の
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竜巻の被害、こういうものは該当しないという

ことになりますか。

この制度は来年度につ○内枦保福祉保健課長

くる制度でございますので、18年度の災害は新

しい制度の対象にはならないだろうというふう

に思われます。

単年度予算主義という話も聞き○中野委員長

ましたが、ことしのことを要望したのに、結果

的に、来年度以降は制度が当てはまるものであ

。 。れば該当していく 昨年度は昨年度で該当した

一番肝心の18年度は全くフォローされないとい

うか該当しないということになれば、９月議会

で代表質問、一般質問で意見が出ました、質問

が出ました。そしてまた、ここの委員会でもか

なりの意見が出て知事にも来てもらいました。

委員長報告にもまとめました。それから議会と

しての決議もさせていただきました。その辺の

重みというか、それはどんなふうになるのか、

部長にお尋ねします。

９月議会の決議を受けま○河野福祉保健部長

して、新たな制度を創設するということについ

ては提案理由で申し上げたところでありますけ

れども、18年度のえびの、延岡の対応につきま

しては、代表質問でも一般質問でも一貫して、

広域かつ甚大な被害とは言えないので対象とし

ないと言っておりますが、当委員会の要望につ

きましても、知事の方は「承りました」と言っ

ておられますが、以後の検討結果につきまして

は、あくまでも新たな制度について検討してい

るということでございます。

本年度の議会中にいろいろ発生○中野委員長

したことを、そして、議会としていろいろと要

望したり、意見が出たり、まとめたりしてきた

ものを、本年度のものがフォローされないとい

うことはいかがなものかなと私は思います。ぜ

ひ何らかの形でえびのの床上あるいは延岡の竜

巻被害、これも該当するように何らかの方法を

つくっていただきたいと思うんですね。来年度

制度ができて予算化したものを、前年度には遡

、及できないという話も他の係で聞きましたから

そのほかに何かのやり方をぜひ検討していただ

いて、えびのあるいは延岡で発生した災害と同

等なものが来年度以降救済される制度をもしつ

くるんであれば、ことし発生したものも必ずフ

ォローできるような方策を部長は考えてほしい

と思うんですね。それがないと、これは不公平

きわまる制度だと。要望した年のものが全く該

当せずに翌年からなんていうのは、我々からす

れば、要望した者からすれば、議会の筋からす

れば、いただけないものでありますから、ぜひ

そのように検討をしてくださるように、お願い

というか、答弁をお願いします。

このような事態になりま○河野福祉保健部長

して、２月議会の補正予算というのが我々の一

つの目標であったわけでありますけれども、補

正予算が技術的にも難しいと、検討がストップ

している状態でありますから、新たな体制の中

でさらに全体の検討はしなくてはならないと思

いますけれども、現段階ではかなり難しいとい

うふうに考えております。以上です。

鹿児島県で発生したときには、○中野委員長

。短期間の間に似たようなものができたんですね

、 、宮崎県においては ９月に我々といろいろして

もう２カ月経過したんです。この２カ月間は何

、であったんだろうかというふうに思うんですが

その辺は何とも感じられませんか。

この２カ月間につきまし○河野福祉保健部長

ては、議会の決議を真摯に受けとめて、市町村

と協議しながら、新たなシステムづくりについ

て検討を進めてきたところでありまして、市町
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村ともある程度の事務レベルでの打ち合わせは

済んでおりますが、政策決定責任者段階での話

はまだ至らないところでありまして、決して２

。カ月間むだに過ごしていたわけではありません

この問題は焦眉の急であったは○中野委員長

ずなんですから、電光石火のごとくすべき課題

であったと私は強く申し上げておきたいと思い

ます。ですから、先ほどの要望が実現するよう

にお願いをしておきます。

、 、○黒木委員 今 委員長から話があったように

災害は、ことし発生したものを来年度というの

は、少なくともそういった政策を講じないと、

１年先、２年先というようなことじゃ、それは

被災者の中にも比較的財政の豊かな人もおるか

もしれませんけど、本当にやっとかっと家もつ

くって、全滅したと、そういう家庭もかなり多

いと思うわけですが、なるべく早い時期にやっ

てもらわんと私はやっぱり意味がないと思うん

です。何とか我々議会としてもさらに要望した

いと思います。それは特に考えていただきたい

と思いますが、新たに知事が誕生されたら、即

この問題は取り上げていただきたいと私からも

強く要望申し上げておきたいと思います。以上

です。

ほかにありませんか。○中野委員長

〔｢なし｣と呼ぶ者あり〕

以上をもって福祉保健部を終了○中野委員長

いたします。執行部の皆様には大変御苦労さま

でした。

暫時休憩いたします。

午後２時25分休憩

午後２時28分再開

それでは、委員会を再開いたし○中野委員長

ます。

まず、採決についてですが、委員会日程の最

終日に行うことになっておりますので、11日に

行いたいと思います。

開会時刻は13時30分としたいのですが、よろ

しいでしょうか。

〔｢異議なし｣と呼ぶ者あり〕

それでは、そのように決定いた○中野委員長

します。

その他何かありませんか。

〔｢なし｣と呼ぶ者あり〕

何もないようでありますので、○中野委員長

以上をもちまして本日の委員会を終わります。

午後２時29分散会
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平成18年12月11日（月曜日）

午後１時28分開会

出席委員（８人）

委 員 長 中 野 一 則

副 委 員 長 宮 原 義 久

委 員 川 添 睦 身

委 員 黒 木 次 男

委 員 井 本 英 雄

委 員 内 村 仁 子

委 員 太 田 清 海

委 員 井 上 紀代子

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

事務局職員出席者

議 事 課 主 幹 野 間 純 利

総 務 課 主 任 主 事 児 玉 直 樹

委員会を再開いたします。○中野委員長

まず、議案の採決を行います。

議案につきましては、議案ごとがよろしいで

しょうか、一括がよろしいでしょうか。

〔｢一括｣と呼ぶ者あり〕

それでは、一括して採決いたし○中野委員長

ます。

議案第１号、第２号、第３号、第６号、第８

号、第９号及び第16号について、原案のとおり

可決することに御異議ございませんか。

〔｢異議なし｣と呼ぶ者あり〕

。 、○中野委員長 御異議なしと認めます よって

、 、 、 、 、議案第１号 第２号 第３号 第６号 第８号

第９号及び第16号については、原案のとおり可

決すべきものと決定いたしました。

。請願の取り扱いについてについてであります

まず、請願第11号の取り扱いはいかがいたし

ましょうか。

〔｢採決｣と呼ぶ者あり〕

請願第11号について、採決との○中野委員長

御意見がございますので、お諮りいたします。

請願第11号について採択すべきものとするこ

とに賛成の方の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

挙手全員。よって、請願第11号○中野委員長

は採択すべきものと決定いたしました。

ただいま請願第11号が採択となりました。当

請願は、意見書の提出を求める請願であります

が、同じ趣旨の意見書が既に本年９月定例会に

おいて提出されておりますので、この際、当請

願に基づく意見書案については提出しないこと

に御異議ございませんか。

〔｢異議なし｣と呼ぶ者あり〕

御異議ございませんので、その○中野委員長

ように決定いたします。

次に、請願第28号の取り扱いはいかがいたし

ましょうか。

ちょっと勉強させてください。継○井上委員

続。

請願第28号について、継続との○中野委員長

御意見がございますので、お諮りいたします。

請願第28号について継続審査とすることに賛

成の方の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

挙手全員。よって、請願第28号○中野委員長

については継続審査とすることに決定いたしま

した。

次に、閉会中の継続審査についてお諮りいた

します。

地域生活行政及び福祉保健行政の推進に関す
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る調査につきましては、継続審査といたしたい

と思いますが、御異議ありませんか。

〔｢異議なし｣と呼ぶ者あり〕

御異議ありませんので、この旨○中野委員長

議長に申し出ることといたします。

、 。次に 委員長報告骨子案についてであります

委員長報告の項目として特に御要望等はありま

せんか。

〔｢一任｣と呼ぶ者あり〕

それでは、委員長報告につきま○中野委員長

しては、正副委員長に御一任いただくことで御

異議ありませんか。

〔｢異議なし｣と呼ぶ者あり〕

では、そのようにいたします。○中野委員長

暫時休憩いたします。

午後１時32分休憩

午後１時34分再開

委員会を再開します。○中野委員長

１月23日に閉会中の委員会を開催することと

し、内容につきましては、正副委員長に一任と

することで御異議ございませんか。

〔｢異議なし｣と呼ぶ者あり〕

それでは、そのようにいたしま○中野委員長

す。

その他何かありませんか。

〔｢なし｣と呼ぶ者あり〕

何もないようですので、以上で○中野委員長

委員会を終了いたします。委員の皆様には大変

お疲れさまでした。

午後１時35分閉会




